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第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の背景 

近年、人口減少や少子高齢化の進行、一人暮らし高齢者の増加、ライフスタイルの多様化等に

より、人と人とのつながりや地域における支え合いの希薄化がみられるなど、地域を取り巻く状

況は変化しています。こうした社会の変化を背景に、福祉を取り巻く課題は多様化・複雑化する

とともに、必要な支援やサービスを利用することのできない「制度の狭間」にある人の増加も課

題となっています。 

このような課題に対し、国では介護保険制度や生活困窮者自立支援制度、障害者差別解消法等

の福祉関連法・制度の整備が進められ、制度・分野ごとの「縦割り」や地域における「支え手」

「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として地域の支え合

い活動に参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人

ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現が掲げられました。

平成 29 年には社会福祉法が改正され、地域福祉計画の策定が努力義務になるとともに、高齢者

福祉、障害者福祉、子育て支援等の各福祉関連計画の上位計画として位置づけられました。また、

同年 12 月に厚生労働省から「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」（市町村地

域福祉計画の策定ガイドライン）が示され、「地域共生社会」の実現に向けて、地域福祉計画に

反映させるべき項目が示されました。 

兵庫県では、平成 31 年３月に「兵庫県地域福祉支援計画（第４期）」を策定し、年齢、性別、

障害の有無、言語、文化等の違いに関わりなく、全ての人が地域社会の一員として包摂され、多

様なつながりの中で互いがかけがえのない人間として尊重し合い支え合う社会づくりをめざす

「多様なつながりが創るユニバーサルひょうご」を基本目標として計画を推進しています。 

宍粟市（以下、「本市」という。）では、平成 27 年６月に「第２期宍粟市地域福祉計画」（以下、

「第２期計画」という。）を策定し、「つながりで みんなでつくる 宍粟のふくし」を基本理念

とし、地域福祉の取り組みを推進してきました。本市では、人口減少や少子高齢化により一人暮

らし高齢者の増加や災害時における対応等、様々な福祉課題への対応が必要となっており、地域

における支え合いは一層重要となっています。また、山崎、一宮、波賀、千種の各地区で地勢や

人口・高齢化率等の様相が異なるため、引き続き各市民局・社協支部と連携した地域に根ざした

取り組みが必要となります。 

これらの背景を踏まえ、本市の地域福祉施策を取り巻く現状と課題を整理し、地域福祉のさら

なる推進を図るべく、「第３期宍粟市地域福祉計画」（以下、「本計画」という。）を策定しました。 
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２．地域福祉とは 

 「地域福祉」とは、市民と地域で活動している団体や行政が連携し、様々な課題の解決に向け

て取り組むことで、誰もが住み慣れた地域でその人らしく暮らすことができる仕組みをつくり、

持続させていくことです。 

 私たちが住む地域には、年齢や性別、障がいの有無、生活の状況等、事情の異なる様々な人々

が暮らしており、その中には様々な地域生活課題を抱え、支援を必要としている人たちもいます。 

 地域の課題が多様化・複雑化している中、地域課題の解決のためには「自助」「互助」「共助」

「公助」の考え方が大切となります。個人や家族でできることを行う「自助」、市民同士の支え

合いによる「互助」、社会保険制度等の制度化された相互扶助での助け合いによる「共助」、行政

による公的なサービスや社会福祉制度である「公助」を組み合わせ、連携することで地域課題の

解決にあたることが大切です。1 

 

 

３．地域共生社会とは 

「地域共生社会」とは、宍粟市に住むすべての人々が支え手側と受け手側に分かれることなく、

互いに支え合いながら、自分らしく活躍することができる社会のことです。 

地域では、市民一人ひとりが、地域の困りごとや課題を他人事ではなく「我が事」として気づ

き・とらえ、世代や分野を超えて、地域の人やあらゆる地域の資源が「丸ごと」つながり、地域

の困りごとや課題の解決にあたったり、適切な支援につなげる仕組みをつくるなど、地域全体で

支え合う取り組みを行っていくことが大切です。 

また、行政では各分野・機関が連携し、包括的な支援体制を整備し、地域の支え合いを支援し

ていくことが必要となります。 

 

  

                                                   
1国の地域包括ケアシステムの考え方では、「自助」「互助」「公助」の他に「医療、年金、介護保険など、保険料による制

度化された相互扶助」である「共助」を加えた４つの区分を設定していますが、本計画では、第２期地域福祉計画を踏襲

し、「自助」「互助」「公助」の３区分としています。 
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４．計画の位置付け 

本計画は、「社会福祉法」第 107 条に基づいた「市町村地域福祉計画」として位置づけられ、

行政計画として地域福祉推進のための理念や方向性を示すものです。 

また、本計画は「宍粟市総合計画」を最上位計画として整合を図るとともに、高齢者福祉、障

害者福祉、子育て支援等の各福祉関連計画の上位計画として、各計画との整合性の確保・更なる

連携の推進を図ります。同時に、社会福祉協議会が策定している計画であり、地域住民や地域福

祉に関わる住民組織等の具体的な活動内容を定める「地域福祉推進計画」とも整合を図り、計画

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．計画の期間 

本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。なお、社会情勢の変化や

福祉関連施策の見直し、関連施策と整合を図りつつ、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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総合計画 
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宍粟市 宍粟市 

社会福祉協議会 

連携 
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６．計画の策定方法 

本計画は、以下の過程を経て策定しました。 

 

（１）アンケート調査の実施 

宍粟市の市民の福祉に対する意識や地域活動への参加状況などの実態を把握するとともに、ご

意見、ご提言を広くお聞きし、計画を策定する基礎資料として活用するために実施しました。 

■調査地域 ：宍粟市全域 

■調査対象者：20 歳以上の住民 2,000 人（無作為抽出） 

■調査期間 ：平成 31（2019）年２月 14 日～２月 28 日 

■調査方法 ：郵送による配布・回収 

■回収状況 ：配布数：2,000 件、有効回収数：1,034 件（有効回答率：51.7％） 

 

（２）宍粟市地域福祉計画推進会議の開催 

本計画の策定にあたっては、学識経験者、関係機関・団体代表者、市民代表者等で構成される

「宍粟市地域福祉計画推進会議」を開催し、計画について審議を行いました。 

 

（３）パブリックコメントの実施 

計画素案について、広く市民の方々からご意見をいただくため、パブリックコメントを実施し

ました。 

■実施期間：令和元年●月●日～●月●日 

■意見総数：●件 
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第２章 宍粟市の現状と課題 

１．統計データからみる現状 

（１）人口・世帯の状況 

本市の総人口の推移をみると、減少を続けており、平成 27 年には 37,773 人と平成７年から

10,000 人の減少となっています。年齢４区分別人口割合の推移をみると、64 歳未満の割合が減

少し、65 歳以上の割合が増加傾向となっています。また、高齢化率は平成 27 年で 32.1％となっ

ており、約３人に１人が高齢者となっています。 

  ■年齢４区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、推計値は国立社会保障・人口問題研究所 

 

  ■年齢４区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、推計値は国立社会保障・人口問題研究所 
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令和７（2025）年

人口ピラミッドをみると、平成 27 年では 20～24 歳が少なく、60 歳代が最も多くなっていま

す。令和７年の推計結果では、各年齢ともに減少が進み、70 歳代が最も多くなっています。 

  ■人口ピラミッドの変遷（実績と推計）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

世帯数の推移をみると、平成７年から平成 27 年にかけて、おおむね横ばいとなっており、世

帯あたり人員をみると、年々減少しています。 

  ■世帯数の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  



 

7 

3,382 3,275 3,170 3,074 2,962

14,159 13,828 13,520 13,252 12,953

6,941 7,079 7,212 7,281 7,387

24,482 24,182 23,902 23,607 23,302

28.4 29.3 30.2 30.8 31.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人） （％）

15歳未満 15～64歳 65歳以上 高齢化率

954 926 888 840 807

4,977 4,788 4,624 4,398 4,269

2,908 2,910 2,914 2,923 2,933

8,839 8,624 8,426 8,161 8,009

32.9 33.7 34.6 35.8 36.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0

5,000

10,000

15,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人） （％）

15歳未満 15～64歳 65歳以上 高齢化率

403 382 356 327 313

2,169 2,065 1,969 1,872 1,816

1,402 1,407 1,419 1,435 1,432

3,974 3,854 3,744 3,634 3,561

35.3 36.5
37.9 39.5 40.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人） （％）

15歳未満 15～64歳 65歳以上 高齢化率

272 248 217 215 207

1,735 1,666 1,589 1,522 1,444

1,171 1,143 1,172 1,177 1,186

3,178 3,057 2,978 2,914 2,837

36.8 37.4
39.4 40.4 41.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人） （％）

15歳未満 15～64歳 65歳以上 高齢化率

1.73 

1.82 

1.64 
1.58 1.56 

1.41 1.38 

1.25 

1.41 1.48 

1.42 
1.36 

1.26 

1.39 
1.45 

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（人）

宍粟市 兵庫県 全国

市内の地区別人口の推移をみると、４地区全てで総人口は減少しており、高齢化率は年々高く

なっています。特に波賀地区、千種地区では高齢化率が 40％を超えており、人口減少及び高齢化

を起因とする諸問題への対策が喫緊の課題となっています。 

  ■地区別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

（２）合計特殊出生率の状況 

 合計特殊出生率の推移についてみると、平成７年から平成 27 年にかけて、全国・兵庫県より

高くなっていますが、平成 12 年から減少を続けています。 

  ■合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

山崎地区 一宮地区 

波賀地区 千種地区 

資料：兵庫県保健統計年報 
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（３）人口動態の状況 

 人口動態についてみると、平成 26 年から平成 30 年にかけて、自然動態は死亡数が出生数を上

回る自然減、社会動態は転出数が転入数を上回る転出超過となっています。 

  ■自然動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：兵庫県統計課「兵庫県の人口の動き」 

 

  ■社会動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：兵庫県統計課「兵庫県の人口の動き」 
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507 527 547
535

543

367 359 386 553 399

321 337 336 355 382
338 349 296 297 326

2,686 2,781 2,763 2,791 2,816

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

（人）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2

要介護3 要介護4 要介護5 合計

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

宍粟市 21.5 21.9 21.5 21.4 21.5

兵庫県 18.8 18.9 19.1 19.2 19.5

全国 17.9 17.9 18.0 18.1 18.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

（％）

（４）要支援・要介護認定の状況 

 要支援・要介護認定者数の推移をみると、年々増加傾向となっており、平成 26 年と平成 30 年

を比較すると、要支援１・要介護５を除いて増加しています。 

 要支援・要介護認定率の推移をみると、宍粟市はおおむね横ばいで推移していますが、全国・

兵庫県より高くなっています。 

  ■要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年 9 月末） 

 

  ■要支援・要介護認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年 9 月末） 
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1,930 1,872 1,828 1,790 1,740

145 160 172 183 199

327 320 333 346 357

2,402 2,352 2,333 2,319 2,296

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人）

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

高齢者夫婦のみ世帯数 1,036 1,268 1,430 1,574 1,809

高齢者単身世帯数 710 906 1,043 1,282 1,425

高齢者夫婦のみ世帯の割合 8.1 9.8 10.9 11.9 14.2

高齢者単身世帯の割合 5.6 7.0 8.0 9.7 11.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0

500

1,000

1,500

2,000

（％）（世帯）

（５）高齢者の状況 

本市の高齢者世帯数の推移をみると、高齢者夫婦のみ世帯数、高齢者単身世帯数ともに増加し

ており、高齢者単身世帯の割合は平成７年から平成 27 年で２倍以上増加しています。 

  ■高齢者世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

（６）障がいのある人の状況 

障害者手帳所持者数の推移をみると、総数は年々減少しています。障害種別でみると、身体障

害者手帳所持者数は減少、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳は増加しています。 

  ■障害者手帳所持者数の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課 
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97 101
128

178 190

17 20 24
14 18

0

50

100

150

200

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（世帯）

母子世帯数 父子世帯数

107

118

133 134 138

0.74 0.81
0.91 0.92 0.95

0.00

1.00

2.00

3.00

0

50

100

150

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

（％）（世帯）

被保護世帯数 保護率

（７）ひとり親の状況 

ひとり親世帯数の推移をみると、母子世帯数は増加しており、平成 27 年には 190 世帯となっ

ています。また、父子世帯数は増減を繰り返しています。 

  ■ひとり親世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

（８）生活保護の状況 

被保護世帯数及び保護率の推移をみると、世帯数、保護率ともに増加傾向となっており、近年

の世帯数は 130 世帯前後で推移しています。 

  ■被保護世帯数及び保護率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉統計年報 
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2,147

1,826 1,823 1,844 1,793
1,900

139 117 120 125 118 118

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人/団体）

登録者数 団体数

155 155 155 155 155

0

50

100

150

200

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（組織）

（９）地域活動の状況 

ボランティア登録者数及び登録団体数の推移をみると、ボランティア登録者数は平成 27 年に

大きく減少した後、増減を繰り返して推移しています。ボランテイア登録団体数は増減を繰り返

して推移しています。 

  ■ボランティア登録者数及び登録団体数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：宍粟市社会福祉協議会 

 

（10）自主防災組織の状況 

自主防災組織数の推移をみると、平成 27 年から平成 31 年にかけて 155 組織となっており、

増減はありません。 

  ■自主防災組織数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：宍粟市消防防災課 
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33.5 52.0 10.2 

1.0 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=1,034）

とても関心がある まあまあ関心がある あまり関心がない

まったく関心がない 不明・無回答

38.3 32.2 26.1 

0.9 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=115）

今のところ自分にはあまり関係がないから 福祉のことがよくわからないから

特に理由はない その他

不明・無回答

２．アンケート調査結果からみる現状 

（１）「福祉」について 

○福祉への関心（問８） 

福祉に関心を持っているかについては、〔関心がある〕（「とても関心がある」と「まあまあ関

心がある」の合計）が 85.5％、〔関心がない〕（「あまり関心がない」と「まったく関心がない」

の合計）が 11.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○福祉へ関心がない理由（問８－（２）） 

福祉に関心がない理由については、「今のところ自分にはあまり関係がないから」が 38.3％と

最も高く、次いで「福祉のことがよくわからないから」が 32.2％、「特に理由はない」が 26.1％

となっています。 
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　　　　上段:件数
　　　　下段:％

合計
家族ぐるみでと
ても親しく付き
合っている

ある程度親しく
付き合っている

会えばあいさつ
する程度の付き
合いである

ほとんど（もしく
はまったく）付き
合いはない

不明・無回答

1,034 119 520 342 22 31
100.0 11.5 50.3 33.1 2.1 3.0

52 6 12 30 3 1
100.0 11.5 23.1 57.7 5.8 1.9

86 9 26 47 4 0
100.0 10.5 30.2 54.7 4.7 0.0

120 9 42 66 3 0
100.0 7.5 35.0 55.0 2.5 0.0

152 11 78 54 5 4
100.0 7.2 51.3 35.5 3.3 2.6

254 26 143 74 2 9
100.0 10.2 56.3 29.1 0.8 3.5

223 30 138 43 3 9
100.0 13.5 61.9 19.3 1.3 4.0

113 25 66 19 1 2
100.0 22.1 58.4 16.8 0.9 1.8

522 45 212 238 16 11
100.0 8.6 40.6 45.6 3.1 2.1

478 71 293 95 5 14
100.0 14.9 61.3 19.9 1.0 2.9

231 12 112 97 5 5
100.0 5.2 48.5 42.0 2.2 2.2

212 27 99 74 5 7
100.0 12.7 46.7 34.9 2.4 3.3

141 6 63 63 6 3
100.0 4.3 44.7 44.7 4.3 2.1

136 20 79 34 1 2
100.0 14.7 58.1 25.0 0.7 1.5

87 14 51 19 0 3
100.0 16.1 58.6 21.8 0.0 3.4

118 20 64 29 1 4
100.0 16.9 54.2 24.6 0.8 3.4

72 16 39 15 1 1
100.0 22.2 54.2 20.8 1.4 1.4

（
再

掲

）

65歳未満

65歳以上

年
代
別

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

全　　体

山崎西中学校区

中
学
校
区
別

山崎東中学校区

山崎南中学校区

一宮南中学校区

一宮北中学校区

波賀中学校区

千種中学校区

（２）「隣近所」との関わりについて 

○普段の近所付き合いの程度×年代別（問９） 

普段の近所の人との付き合いの程度については、「ある程度親しく付き合っている」が 50.3％

と最も高く、次いで「会えばあいさつする程度の付き合いである」が 33.1％、「家族ぐるみでと

ても親しく付き合っている」が 11.5％となっています。 

年代別でみると、［40 歳代］以下では「会えばあいさつする程度の付き合いである」、［50 歳代］

以上では「ある程度親しく付き合っている」が最も高くなっています。 

中学校区別でみると、［千種中学校区］では「ある程度親しく付き合っている」が最も高く、

次いで［家族ぐるみでとても親しく付き合っている］となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

15 

18.3 

48.9 

4.9 

5.6 

5.5 

7.1 

4.4 

1.1 

4.3 

0% 20% 40% 60%

隣近所

自治会

統合前の小学校区

小学校区

中学校区

町単位

宍粟市全域

その他

不明・無回答

全体（N=1,034）

55.2 

65.0 

26.7 

9.4 

5.8 

4.7 

5.6 

7.2 

3.1 

0.9 

25.9 

31.9 

3.0 

1.8 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80%

自分や家族の健康に関すること

老後の生活や介護に関すること

生活費など経済的問題に関すること

仕事に関すること

育児・子育てに関すること

家族との人間関係に関すること

隣近所の人との関係に関すること

住まいに関すること

地域の治安に関すること

人権問題に関すること

医療に関すること

地震や台風、大雨などの災害に関すること

不安に思っていることは特にない

その他

不明・無回答

全体（N=1,034）

○「地域」の範囲（問 12） 

「地域」の範囲に対する考え方については、「自治会」が 48.9％と最も高く、次いで「隣近所」

が 18.3％、「町単位」が 7.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「日常生活」について 

○普段の生活の中で不安に思っていること（問 13） 

普段の生活の中で不安に思っていることについては、「老後の生活や介護に関すること」が

65.0％と最も高く、次いで「自分や家族の健康に関すること」が 55.2％、「地震や台風、大雨な

どの災害に関すること」が 31.9％となっています。 
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78.8 

40.2 

12.8 

3.9 

2.0 

15.4 

11.3 

3.9 

2.5 

4.3 

6.6 

3.2 

4.1 

0% 20% 40% 60% 80%

家族、親戚、きょうだい

友人

隣近所の人

自治会役員

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

職場の人

市役所などの官公庁

地域包括支援センター

社会福祉協議会

誰にも相談しない

その他

不明・無回答

全体（N=1,034）

○不安や悩みの相談先（問 14） 

現在の不安や悩みの相談先・相談相手については、「家族、親戚、きょうだい」が 78.8％と最

も高く、次いで「友人」が 40.2％、「かかりつけの医師」が 15.4％となっています。 
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77.5 

20.2 

29.2 

7.5 

5.8 

5.5 

40.9 

7.2 

4.8 

15.7 

3.7 

2.1 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緊急事態が起きたときの対応

地域内における決まりごと（ルール）の徹底

交通安全や防災・防犯などの活動

地域の道路や公園などの清掃活動

リサイクルや自然保護の活動

市民間のトラブルの仲介・解決

子どもや高齢者、障がいのある人に対する手助け

祭りや運動会などの市民同士の交流イベントの提供

文化・芸術・スポーツなどのサークル的な活動

市役所や社会福祉協議会などとの連絡調整

特にない

その他

不明・無回答

全体（N=1,034）

○地域にある組織や団体に期待する活動（問 16） 

居住地域の中で安心して暮らしていくために、地域の組織や団体に対して期待している活動に

ついては、「緊急事態が起きたときの対応」が 77.5％と最も高く、次いで「子どもや高齢者、障

がいのある人に対する手助け」が 40.9％となっています。 
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13.3 

4.0 

13.3 

5.5 

38.0 

8.2 

41.5 

8.9 

2.9 

16.5 

6.2 

0.8 

23.2 

6.9 

12.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

青少年の健全育成に関すること

母子家庭や父子家庭の子育てに関すること

共働き家庭の子どもの生活に関すること

乳幼児期の子育てに関すること

高齢者の社会参加や生きがいづくりに関すること

障がいのある人の社会参加や生きがいづくりに

関すること

高齢者世帯への生活支援に関すること

障がいのある人への生活支援に関すること

子どもや高齢者、障がいのある人などへの

虐待対策に関すること

健康づくりについての人々の意識や知識に関すること

ひきこもりの社会復帰への支援に関すること

自殺対策に関すること

防犯など地域の安全に関すること

その他

不明・無回答

全体（N=1,034）

○地域の課題や問題（問 17） 

お住いの地域における課題や問題については、「高齢者世帯への生活支援に関すること」が

41.5％と最も高く、次いで「高齢者の社会参加や生きがいづくりに関すること」が 38.0％、「防

犯など地域の安全に関すること」が 23.2％となっています。 
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4.4 

4.6 

1.3 

2.6 

3.6 

7.9 

3.7 

4.3 

6.1 

13.7 

14.9 

14.3 

5.9 

9.7 

10.6 

14.8 

12.8 

14.7 

18.5 

25.9 

49.6 

43.7 

42.2 

33.5 

45.4 

23.3 

28.5 

49.0 

51.3 

43.0 

11.0 

12.6 

14.6 

20.9 

16.6 

19.1 

21.8 

8.3 

8.0 

5.0 

4.2 

7.4 

9.9 

21.3 

10.3 

24.9 

21.1 

4.4 

2.1 

3.7 

6.2 

7.4 

15.6 

2.2 

3.8 

1.9 

2.6 

9.3 

4.7 

1.6 

9.8 

10.0 

10.6 

9.9 

9.8 

8.0 

9.6 

10.0 

9.3 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑩地域の雰囲気やイメージ

⑨公園や緑地などの自然環境

⑧講演会・コンサートなどの

文化教養活動

⑦道路や交通機関などの使いやすさ

⑥公的な手続きの便利さ

⑤買い物などの便利さ

④病院など医療関係施設

③福祉・保健サービスや相談体制

②地域の防災体制

①近隣の生活マナー

全体（N=1,034） 満足 まあ満足 普通 やや不満 不満 わからない 不明・無回答

38.3 39.3 15.8 6.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=1,034）

現在活動している 過去に活動していたが、現在はしていない

活動したことはない 不明・無回答

○住んでいる地域の暮らしやすさ（問 18） 

現在の居住地域の暮らしやすさについては、『④病院など医療関係施設』『⑤買い物などの便利

さ』『⑦道路や交通機関等の使いやすさ』で〔不満〕（「やや不満」と「不満」の合計）がそれぞ

れ 42.9％、44.0％、42.2％と比較的高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「地域活動」について 

○自治会やＰＴＡ活動などの地域活動の経験（問 20） 

自治会やＰＴＡ活動などの地域活動経験については、「過去に活動していたが、現在はしてい

ない」が 39.3％で最も高く、次いで「現在活動している」が 38.3％、「活動したことはない」が

15.8％となっています。 
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14.2 28.8 23.8 29.6 3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=1,034）

現在活動している
過去に活動していたが、現在はしていない
参加したことはないが、機会があれば今後参加したい
参加したことはなく、今後も参加したいと思わない
不明・無回答

46.0 

23.2 

14.7 

15.5 

21.8 

10.9 

26.2 

9.2 

8.5 

3.1 

10.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

気軽に相談できる窓口を充実する

活動できる拠点や場所を整備する

交通費などの実費をもらえるようにする

活動に関する研修や講習会を開催する

活動の情報や重要性を積極的に発信する

活動のリーダーを養成する

困っている人とボランティアをつなぐことができる

人材を育成する

学校や会社での福祉教育を充実する

特にない

その他

不明・無回答

全体（N=1,034）

（５）「ボランティア活動」について 

○ボランティア活動の経験（問 21） 

ボランティア活動経験の有無については、「参加したことはなく、今後も参加したいと思わな

い」が 29.6％と最も高く、次いで「過去に活動していたが、現在はしていない」が 28.8％、「参

加したことがないが、機会があれば今後参加したい」が 23.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ボランティア活動の輪を広げるために必要なこと（問 22） 

今後、ボランティア活動の輪を広げていくために必要だと思うことについては、「気軽に相談

できる窓口を充実する」が 46.0％と最も高く、次いで「困っている人とボランティアをつなぐこ

とができる人材を育成する」が 26.2％、「活動できる拠点や場所を整備する」が 23.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

21 

32.6 

25.4 

25.6 

19.2 

21.2 

36.5 

2.2 

5.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

日頃から顔の見える関係づくりのために、

地域でふれあえる機会を多くつくる

防災訓練のあり方を見直し、

大災害時の避難訓練などを定期的に行う

見守りが必要な世帯を記載した防災マップを整備する

防災学習や地域のハザードマップづくりなど

自主防災会の活動を活発化する

災害時に備えて地域や自治会で個人情報のあり方を

考える

必要物資を備蓄して災害に備える

その他

不明・無回答

全体（N=1,034）

（６）「災害に関すること」について 

○大災害に備えて日頃から地域で必要なこと（問 23） 

大災害に備えて日頃から地域で必要だと思うことについては、「必要物資を備蓄して災害に備

える」が 36.5％と最も高く、次いで「日頃から顔の見える関係づくりのために、地域でふれあえ

る機会を多くつくる」が 32.6％、「見守りが必要な世帯を記載した防災マップを整備する」が

25.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

22 

　　　　上段:件数
　　　　下段:％

合計
避難場所がわ
からないこと

避難場所まで
遠いこと

素早く避難で
きないこと

近所に避難で
きないと思う
人がいること

避難場所の生
活が長引くこ
と

災害の情報を
正確に収集で
きないこと

1,034 58 191 228 109 487 291
100.0 5.6 18.5 22.1 10.5 47.1 28.1

231 15 49 38 21 123 69
100.0 6.5 21.2 16.5 9.1 53.2 29.9

212 10 33 62 20 95 59
100.0 4.7 15.6 29.2 9.4 44.8 27.8

141 14 26 24 13 77 36
100.0 9.9 18.4 17.0 9.2 54.6 25.5

136 4 17 36 9 68 38
100.0 2.9 12.5 26.5 6.6 50.0 27.9

87 6 22 27 13 32 25
100.0 6.9 25.3 31.0 14.9 36.8 28.7

118 5 24 25 16 49 37
100.0 4.2 20.3 21.2 13.6 41.5 31.4

72 0 14 11 12 29 18
100.0 0.0 19.4 15.3 16.7 40.3 25.0

　　　　上段:件数
　　　　下段:％

合計
住んでいる場
所が孤立する
こと

食料や水を確
保できないこ
と

特にない その他 不明・無回答

1,034 261 350 47 41 40
100.0 25.2 33.8 4.5 4.0 3.9

231 32 76 17 5 8
100.0 13.9 32.9 7.4 2.2 3.5

212 49 77 10 8 6
100.0 23.1 36.3 4.7 3.8 2.8

141 21 59 4 12 4
100.0 14.9 41.8 2.8 8.5 2.8

136 39 44 5 6 3
100.0 28.7 32.4 3.7 4.4 2.2

87 34 21 2 2 3
100.0 39.1 24.1 2.3 2.3 3.4

118 46 40 2 3 7
100.0 39.0 33.9 1.7 2.5 5.9

72 32 23 7 2 3
100.0 44.4 31.9 9.7 2.8 4.2

全　　体

中
学
校
区
別

山崎西中学校区

山崎東中学校区

山崎南中学校区

一宮南中学校区

一宮北中学校区

波賀中学校区

千種中学校区

全　　体

中
学
校
区
別

波賀中学校区

千種中学校区

山崎西中学校区

山崎東中学校区

山崎南中学校区

一宮南中学校区

一宮北中学校区

○宍粟市で大災害が起こった時、不安に思うこと×中学校区別（問 24） 

中学校区別でみると、［一宮北中学校区］［千種中学校区］では、「住んでいる場所が孤立する

こと」が最も高くなっています。 
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28.1 

42.8 

9.9 

7.5 

6.0 

20.6 

8.3 

19.7 

5.4 

8.4 

12.4 

2.2 

5.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

知り合いを通して

市の広報誌

市役所の窓口・掲示板

インターネット・市のホームページ

民生委員・児童委員を通して

社会福祉協議会の窓口や広報誌

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ

ケアマネージャーやホームヘルパー

地域包括支援センター

医療機関

特にない

その他

不明・無回答

全体（N=1,034）

（７）「福祉サービス」について 

○「福祉サービス」に関する情報の入手元（問 26） 

「福祉サービス」に関する情報の主な入手先については、「市の広報誌」が 42.8％と最も高く、

次いで「知り合いを通して」が 28.1％、「社会福祉協議会の窓口や広報誌」が 20.6％となってい

ます。 
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10.7 48.4 36.3 4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=1,034）

制度名も内容も知っている
制度名は聞いたことがあるが、内容は知らない
制度名も内容も知らない
不明・無回答

49.1 44.0 4.8 2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=1,034）

「民生委員・児童委員」という名称も、その活動内容も知っている
「民生委員・児童委員」という名称は聞いたことがあるが、その活動内容はあまり知らない
「民生委員・児童委員」という名称も、その活動内容も知らない
不明・無回答

（８）「生活困窮者の支援」について 

○「生活困窮者自立支援制度」の認知度（問 27） 

生活困窮者自立支援制度の認知度については、「制度名は聞いたことがあるが、内容は知らな

い」が 48.4％と最も高く、次いで「制度名も内容も知らない」が 36.3％、「制度名も内容も知っ

ている」が 10.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）「地域福祉に関わる団体等」について 

○住んでいる地域を担当している民生委員・児童委員の認知度（問 29） 

居住地域を担当している民生委員・児童委員の認知度については、「『民生委員・児童委員』と

いう名称も、その活動内容も知っている」が 49.1％と最も高く、次いで「『民生委員・児童委員』

という名称は聞いたことがあるが、その活動内容はあまり知らない」が 44.0％、「『民生委員・児

童委員』という名称も、その活動内容も知らない」が 4.8％となっています。 
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49.3 41.8 3.6 5.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=1,034）

「社会福祉協議会（社協）」という名称も、その活動内容も知っている

「社会福祉協議会（社協）」という名称は聞いたことがあるが、その活動内容はあまり知らない

「社会福祉協議会（社協）」という名称も、その活動内容も知らない

不明・無回答

19.4 

26.4 

10.8 

12.2 

15.4 

33.3 

6.6 

8.8 

13.0 

28.6 

13.3 

7.9 

1.8 

8.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ボランティア活動への参加促進と支援

住民による見守りや支え合い活動への支援

ふれあい喫茶やサロンなどの居場所づくり

結婚促進に向けた取り組みの充実

生活困窮世帯への支援と対策

在宅生活を支える福祉サービスの充実

地域における福祉学習の推進

学校における福祉学習の推進

広報誌等を活用した情報発信の充実

介護保険事業の充実

障がい福祉サービスの充実

特にない

その他

不明・無回答

全体（N=1,034）

○「社会福祉協議会（社協）」の認知度（問 31） 

社会福祉協議会の認知度については、「『社会福祉協議会（社協）』という名称も、その活動内

容も知っている」が 49.3％と最も高く、次いで「『社会福祉協議会（社協）』という名称は聞いた

ことがあるが、その活動内容はあまり知らない」が 41.8％、「『社会福祉協議会（社協）』という

名称も、その活動内容も知らない」が 3.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○社会福祉協議会の活動として今後、充実してほしいもの（問 32） 

社会福祉協議会が行う活動・支援として、今後充実してほしいものについては、「在宅生活を

支える福祉サービスの充実」が 33.3％と最も高く、次いで「介護保険事業の充実」が 28.6％、「住

民による見守りや支え合い活動への支援」が 26.4％となっています。 
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　　　　上段:件数
　　　　下段:％

合計

ボランティ

ア活動へ
の参加促
進と支援

住民による

見守りや
支え合い

活動への
支援

ふれあい

喫茶やサ
ロンなどの

居場所づく
り

結婚促進

に向けた
取り組み
の充実

生活困窮

世帯への
支援と対
策

在宅生活

を支える福
祉サービ
スの充実

地域にお

ける福祉
学習の推
進

1,034 201 273 112 126 159 344 68
100.0 19.4 26.4 10.8 12.2 15.4 33.3 6.6

231 42 64 24 26 29 72 14

100.0 18.2 27.7 10.4 11.3 12.6 31.2 6.1
212 39 49 21 24 41 70 18

100.0 18.4 23.1 9.9 11.3 19.3 33.0 8.5
141 30 29 13 13 28 51 12

100.0 21.3 20.6 9.2 9.2 19.9 36.2 8.5

136 30 43 17 21 18 55 5
100.0 22.1 31.6 12.5 15.4 13.2 40.4 3.7

87 12 24 11 14 7 28 7
100.0 13.8 27.6 12.6 16.1 8.0 32.2 8.0

118 26 37 12 14 16 35 7

100.0 22.0 31.4 10.2 11.9 13.6 29.7 5.9
72 18 25 13 12 12 22 5

100.0 25.0 34.7 18.1 16.7 16.7 30.6 6.9

全　　体

中
学
校

区
別

山崎西中学校区

山崎東中学校区

山崎南中学校区

一宮南中学校区

一宮北中学校区

波賀中学校区

千種中学校区

　　　　上段:件数
　　　　下段:％

合計

学校にお

ける福祉
学習の推
進

広報誌等

を活用した
情報発信
の充実

介護保険
事業の充

実

障がい福
祉サービ

スの充実

特にない その他
不明・無回
答

1,034 91 134 296 138 82 19 88
100.0 8.8 13.0 28.6 13.3 7.9 1.8 8.5

231 25 34 69 33 21 4 21

100.0 10.8 14.7 29.9 14.3 9.1 1.7 9.1
212 25 34 63 23 15 5 17

100.0 11.8 16.0 29.7 10.8 7.1 2.4 8.0
141 11 15 39 30 10 4 12

100.0 7.8 10.6 27.7 21.3 7.1 2.8 8.5

136 8 11 40 19 11 1 10
100.0 5.9 8.1 29.4 14.0 8.1 0.7 7.4

87 11 15 26 10 8 2 5
100.0 12.6 17.2 29.9 11.5 9.2 2.3 5.7

118 4 15 26 13 12 1 11

100.0 3.4 12.7 22.0 11.0 10.2 0.8 9.3
72 5 6 22 4 3 1 5

100.0 6.9 8.3 30.6 5.6 4.2 1.4 6.9

全　　体

中
学
校

区
別

山崎西中学校区

山崎東中学校区

山崎南中学校区

一宮南中学校区

一宮北中学校区

波賀中学校区

千種中学校区

○社会福祉協議会の活動として今後、充実してほしいもの×中学校区別（問 32） 

中学校区別でみると、［波賀中学校区］［千種中学校区］では「住民による見守りや支え合い活

動への支援」、それ以外の学区では「在宅生活を支える福祉サービスの充実」が最も高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

27 

19.5 37.4 36.8 6.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=1,034）

「地域包括支援センター」という名称も、その活動内容も知っている
「地域包括支援センター」という名称は聞いたことがあるが、その活動内容はあまり知らない
「地域包括支援センター」という名称も、その活動内容も知らない
不明・無回答

　　　　上段:件数
　　　　下段:％

合計
高齢者の
介護予防・
健康教室

介護保険
などの福
祉サービ
スの利用
方法の周
知

高齢者虐
待や消費
者被害の
防止

成年後見
制度の利
用促進

介護の技
術や知識
の普及

認知症高
齢者やそ
の家族へ
の支援

その他
不明・無回
答

1,034 418 552 90 54 239 514 37 120
100.0 40.4 53.4 8.7 5.2 23.1 49.7 3.6 11.6

52 20 22 8 5 17 21 2 3
100.0 38.5 42.3 15.4 9.6 32.7 40.4 3.8 5.8

86 31 36 6 5 25 50 3 9
100.0 36.0 41.9 7.0 5.8 29.1 58.1 3.5 10.5

120 47 67 12 11 36 69 5 5
100.0 39.2 55.8 10.0 9.2 30.0 57.5 4.2 4.2

152 52 83 15 11 34 89 10 14

100.0 34.2 54.6 9.9 7.2 22.4 58.6 6.6 9.2
254 113 155 19 8 64 130 7 26

100.0 44.5 61.0 7.5 3.1 25.2 51.2 2.8 10.2
223 94 117 16 12 35 96 4 41
100 42.2 52.5 7.2 5.4 15.7 43.0 1.8 18.4
113 51 54 12 1 25 45 4 17
100 45.1 47.8 10.6 0.9 22.1 39.8 3.5 15.0
522 201 275 51 38 135 292 25 39
100 38.5 52.7 9.8 7.3 25.9 55.9 4.8 7.5
478 207 259 37 15 101 208 10 76
100 43.3 54.2 7.7 3.1 21.1 43.5 2.1 15.9

全　　体

年
代
別

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

（
再

掲

）

65歳未満

65歳以上

○「地域包括支援センター」の認知度（問 33） 

地域包括支援センターの認知度については、「『地域包括支援センター』という名称は聞いたこ

とがあるが、その活動内容はあまり知らない」が 37.4％と最も高く、次いで「『地域包括支援セ

ンター』という名称も、その活動内容も知らない」が 36.8％、「『地域包括支援センター』という

名称も、その活動内容も知っている」が 19.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域包括支援センターの活動として今後、充実してほしいもの×年代別（問 34） 

地域包括支援センターが行う活動・支援として、今後充実してほしいものについては、「介護

保険などの福祉サービスの利用方法の周知」が 53.4％と最も高く、次いで「認知症高齢者やその

家族への支援」が 49.7％、「高齢者の介護予防・健康教室」が 40.4％となっています。 

年齢別にみると、[65 歳未満]では「認知症高齢者やその家族への支援」が 55.9％、[65 歳以上]

では「介護保険などの福祉サービスの利用方法の周知」が 54.2％と最も高くなっています。 
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5.2 

6.5 

5.4 

2.5 

7.0 

10.7 

3.8 

7.1 

13.0 

9.6 

2.8 

19.1 

30.3 

18.7 

11.6 

21.4 

33.7 

17.8 

27.8 

36.6 

33.4 

18.1 

18.0 

14.7 

15.5 

12.6 

14.7 

17.4 

15.4 

14.6 

12.0 

10.2 

12.9 

8.2 

5.2 

7.9 

6.3 

6.4 

4.2 

5.6 

4.1 

3.9 

2.4 

3.2 

38.6 

32.7 

41.2 

55.4 

40.0 

23.3 

46.0 

35.8 

24.9 

33.5 

52.2 

10.8 

10.6 

11.3 

11.6 

10.5 

10.7 

11.4 

10.7 

9.8 

11.0 

10.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑪すべての人にやさしいまちづくり

⑩支え合いのまちづくり

⑨緊急時における要配慮者への支援

⑧生活困窮者などへの支援

⑦相談窓口の充実

⑥情報提供の強化

⑤つながりを深めるコーディネート機能

の構築

④地域福祉資源の活用・開発

③小地域福祉活動の活性化

②地域や学校での福祉学習の推進

①市民活動・ボランティアへの

参画促進

全体（N=1,034） 満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 不明・無回答

（10）「宍粟市の地域福祉施策」について 

○本市の福祉施策の満足度（問 35-A） 

宍粟市における福祉政策の現状についての満足度は、『②地域や学校での福祉学習の推進』『③

小地域福祉活動の活性化』『⑥情報提供の強化』で〔満足〕（「満足」と「やや満足」の合計）が

それぞれ 43.0%、49.6%、44.4%と比較的高くなっています。〔不満〕（「やや不満」と「不満」の合

計）が最も高くなっているのは、『⑪すべての人にやさしいまちづくり』で 26.2％となっていま

す。 
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41.7 

39.0 

49.7 

32.4 

38.1 

35.3 

30.9 

26.2 

24.1 

30.5 

26.2 

23.3 

29.1 

19.8 

26.3 

25.8 

31.3 

29.1 

34.2 

33.3 

30.1 

31.6 

4.1 

2.9 

1.4 

3.2 

3.8 

4.5 

3.5 

4.7 

11.2 

5.3 

3.7 

1.0 

1.4 

0.6 

1.5 

0.5 

0.7 

1.0 

1.2 

2.5 

1.2 

0.9 

16.3 

14.2 

15.0 

22.2 

17.9 

14.1 

21.7 

19.7 

14.7 

19.0 

23.6 

13.6 

13.4 

13.5 

14.3 

13.9 

14.0 

13.8 

13.9 

14.2 

14.0 

14.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑪すべての人にやさしいまちづくり

⑩支え合いのまちづくり

⑨緊急時における要配慮者への支援

⑧生活困窮者などへの支援

⑦相談窓口の充実

⑥情報提供の強化

⑤つながりを深めるコーディネート機能

の構築

④地域福祉資源の活用・開発

③小地域福祉活動の活性化

②地域や学校での福祉学習の推進

①市民活動・ボランティアへの参画促進

全体（N=1,034） 重要 やや重要 あまり重要ではない 重要ではない わからない 不明・無回答

○本市の福祉施策の重要度（問 35-B） 

宍粟市における福祉政策の現状についての重要度は、いずれの項目においても〔重要〕（「重要」

と「やや重要」の合計）が半数を超えています。中でも『⑨緊急時における要配慮者への支援』

が 69.5％と最も高く、次いで『⑩支え合いのまちづくり』が 68.1％となっています。 
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41.4 

27.0 

27.5 

9.8 

17.6 

12.7 

25.1 

5.9 

9.0 

18.9 

1.5 

21.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

地域住民同士が助け合い、支え合う仕組みづくり

地域の福祉相談窓口の充実

地域の福祉活動の中心を担う人材の育成・確保

ボランティアやＮＰＯの育成と活動支援

地域の福祉活動拠点の充実・環境づくり

地域福祉活動のネットワークづくり

福祉に関する情報提供の充実

福祉に関する講習会や講演会の充実

公共施設のバリアフリー化

災害時要援護者支援の充実

その他

不明・無回答

全体（N=1,034）

○地域福祉を進めるために市が優先して取り組むべき施策（問 36） 

今後、地域福祉を進めるために、宍粟市が優先して取り組んでいくべき施策については、「地

域住民同士が助け合い、支え合う仕組みづくり」が 41.4％と最も高く、次いで「地域の福祉活動

の中心を担う人材の育成・確保」が 27.5％、「地域の福祉相談窓口の充実」が 27.0％となってい

ます。 
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３．前計画における活動指標の状況 

 前計画で定めた活動指標ごとに評価を行いました。 

 

■目標に対する評価基準 

◎…目標達成  ○…策定時より改善  △…改善ならず  －…評価不可 

 

基本目標１．地域福祉を進める担い手づくり 

 活動指標のうち、ボランテイア活動の参加者数、認知症サポーター登録者数は目標を達成して

いますが、ボランティア入門・養成講座延べ参加者数、福祉学習の実施回数については、現状値

が策定値を下回っています。若い世代から高齢者まであらゆる世代が地域活動の担い手となれる

よう取り組みを推進していくことが必要です。 

 

 

 

  

活動指標 
策定値 
（平成 26 

（2014）年度） 

現状値 
（平成 30 

（2018）年度） 

目標値 
（令和元 

（2019）年度） 

評価 

基本目標１．地域福祉を進める担い手づくり 

ボランテイア活動の参加者数 

（ボランティア災害共済加入者数） 
1,826 人 1,900 人 増加 ◎ 

ボランティア入門・養成講座延べ参加者数 206 人 169 人 増加 △ 

認知症サポーター登録者数 - 244 人 500 人 ○ 

市民後見人候補者数 １人 4 人 4 人 ◎ 

福祉学習の実施回数 27 回 24 回 増加 △ 

計
画
期
間
中
の
取
り
組
み 

◇認知症サポーター養成講座や、講座受講者のうち希望者を対象としたステップアップ講

座を開催し、認知症サポーター及び地域のリーダー人材を養成しました。 

◇担い手養成として、ご近所サポーターの交流会を開き、フォローアップ研修や意見交換

を実施しました。 

◇市民後見人候補者養成講座を開催し、候補者の養成を行いました。 

◇専門職が地域に出向き、学習会を開催するとともに、学校等と連携し、児童に向けて福

祉学習・人権学習を実施しました。 
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基本目標２．地域で支え合う仕組みづくり 

 活動指標のうち、自治会福祉連絡会の開催数は目標を達成していますが、その他の活動指標は

目標の達成には至っていません。特にふれあいサロン・喫茶開催数及びシルバー人材センターの

登録者数は現状値が策定値を下回っており、市民同士のつながりづくり、地域での支え合い活動

の推進が必要です。 

 

 

 

 

  

活動指標 
策定値 
（平成 26 

（2014）年度） 

現状値 
（平成 30 

（2018）年度） 

目標値 
（令和元 

（2019）年度） 

評価 

基本目標２．地域で支え合う仕組みづくり 

ふれあいサロン・喫茶開催数 722 回 703 回 増加 △ 

自治会福祉連絡会の開催数 
283 回 

（平成 25（2013）年

度実績） 
867 回 増加 ◎ 

福祉委員研修の実施回数 4 回 4 回 増加 △ 

シルバー人材センター登録者数 498 人 428 人 600 人 △ 

生活支援コーディネーターの配置 - 3 人 5 人 ○ 

計
画
期
間
中
の
取
り
組
み 

◇地域の見守りを行う民生委員・児童委員、民生・児童協力委員や社会福祉協議会との連

携を推進してきました。 

◇シルバー人材センターの事業拡大に向け、チラシや市広報誌等での普及啓発を行いまし

た。 

◇宍粟市高齢者地域支え合い活動事業として、地域で活動する事業者と協定を結び、高齢

者の見守り体制を強化しました。 

◇新たに３名の生活支援コーディネーターを配置し、地域における支え合い活動の推進に

取り組みました。 
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基本目標３．サービスが適切に受けられる仕組みづくり 

 活動指標のうち、成年後見支援センターの設置、福祉サービス利用援助事業相談件数、生活困

窮者自立支援法による相談・支援件数は目標を達成しています。引き続き、支援を必要とする人

が適切にサービスを受けられるよう取り組みを推進していくことが必要です。 

 

  

活動指標 
策定値 
（平成 26 

（2014）年度） 

現状値 
（平成 30 

（2018）年度） 

目標値 
（令和元 

（2019）年度） 

評価 

基本目標３．サービスが適切に受けられる仕組みづくり 

しーたん通信の普及率 
83％ 

（平成 26（2014）年

6 月末現在） 
85％ 100％ ○ 

成年後見支援センターの設置 - 1 設置 １設置 ◎ 

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用

援助事業）相談件数 
597 件 605 件 増加 ◎ 

生活困窮者自立支援法による相談・支援件数 - 87 件 40 件 ◎ 

計
画
期
間
中
の
取
り
組
み 

◇西播磨４市３町共同により、西播磨成年後見支援センターを設立し、制度の普及啓発、

制度利用の促進を行いました。 

◇各種福祉サービスについて、事業者や関係機関等と連携し、引き続きサービスの提供を

行いました。 

◇生活困窮者への支援として、関係機関との連携を強化するとともに、生活困窮者自立支

援事業の実施及び家計の改善プランの作成等を行う「家計改善支援事業」を実施しまし

た。 

◇総合的な仕事の相談窓口「わくわ～くステーション」を開設し、就労相談から定着まで

の支援体制のワンストップ化を図りました。 

◇新たに「子育て世代包括支援センター」や「子ども家庭総合支援センター」を設置し、

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の充実や児童虐待防止に取り組みました。 
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基本目標４．安全で安心なまちづくり 

 活動指標のうち、福祉避難所の協定数や公共交通の利用者数は目標を達成していますが、その

他の活動指標は目標の達成には至っていません。全ての市民が安全に、安心して暮らせるまちづ

くりのために、関係機関等と連携し、取り組みを推進していくことが必要です。 

  ※平成 27（2015）年度以降の設置数の合計 

 

活動指標 
策定値 
（平成 26 

（2014）年度） 

現状値 
（平成 30 

（2018）年度） 

目標値 
（令和元 

（2019）年度） 

評価 

基本目標４．安全で安心なまちづくり 

災害ボランティア訓練の実施回数 1 回 1 回 増加 △ 

福祉避難所の協定数 - 15 か所※ 8 か所 ◎ 

安心見守りコールの新規設置数 23 台 3 台 30 台 △ 

学童保育の利用児童数 263 人 297 人 330 人 ○ 

ガイドヘルプ利用者数 9 人 8 人 18 人 △ 

公共交通の利用者数 

（路線バス利用者数） 

177,246 人 
（平成 25（2013）年

度実績） 
276,838 人 200,000 人 ◎ 

計
画
期
間
中
の
取
り
組
み 

◇市内自主防災組織に対する活動支援や、定期的に更新している災害時要配慮者名簿の情

報共有（同意が得られている場合のみ）を行いました。 

◇社会福祉協議会と連携し、災害ボランティアセンターの設置訓練を行ったり、施設等と

「災害時における福祉避難所の開設等に関する協定」を締結したりするなど、災害時の

備えの充実を図りました。 

◇認知症高齢者の地域での見守り体制づくりとして、ひとり外出見守り・徘徊 SOS ネット

ワークを構築し、利用者及び協力機関の登録を行いました。 

◇いきいき百歳体操等、地域住民が主体となって行う「通いの場」づくりを推進しました。 

◇交通弱者の利便性の向上や交通空白地の解消をめざし、路線バスの運賃・路線再編やフ

リー降車制の導入等を行いました。 
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４．現状からみえる本市における課題 

（１）地域の担い手の育成・確保 

アンケート調査から、地域活動に参加していない人、ボランティア活動に参加したことがない

人が約５割となっており、本市が優先して取り組むべき施策については「地域の福祉活動の中心

を担う人材の育成・確保」が約３割と２番目に高くなっています。また、活動指標の「ボランテ

ィア参加者数」は増加しているものの、人口減少・少子高齢化による将来の担い手不足や高齢化

等が考えられます。特に人口が少なく、高齢化率が４割を超える、北部域の波賀・千種地区では、

地域の担い手の確保は喫緊の課題といえます。 

地域福祉の推進には、地域の担い手の育成・確保が重要であり、若い世代から高齢者まで幅広

い世代が地域の課題に関心をもち、地域活動やボランティア活動等の地域の支え合い活動に参加

できるような取り組みが必要です。また、地域福祉を難しく考えず、普段からの生活における住

民同士の支え合い・助け合いが重要ということを市民に周知していくことも必要です。 

地域の担い手の育成・確保に向けて、普段からの支え合い・助け合いの重要性の周知啓発に加

え、福祉教育の推進や地域福祉に関する事項の啓発強化等を行い、市民及び地域の多様な主体が

地域の担い手となれるよう取り組みを推進していくことが必要です。 

 

 

（２）地域のつながりの希薄化 

アンケート調査から、近所と親しく付き合いをしている人（「家族ぐるみでとても親しく付き

合っている」「ある程度親しく付き合っている」の合計）は年齢が低い人ほど少なくなっており、

地域のつながりの希薄化がうかがえます。その背景として人口減少や働き方等のライフスタイル

の変化、一人ひとりの地域との付き合い方等の考え方の変化が考えられます。また、地区別にみ

ると、近所と親しく付き合いをしている人は市中心部の山崎地区では約５割であるのに対し、一

宮・波賀・千種では約７割となっており、地域のつながりにも市中心部とその他の地域において、

大きな違いがみられます。優先して取り組むべき施策については「地域住民同士が助け合い、支

え合う仕組みづくり」が最も高くなっており、隣近所を含む地域の人々と交流を深め、お互いに

助けあえるような関係性づくりが必要です。 

「地域住民同士が助け合い、支え合う仕組みづくり」のためには、地域において、自治会等の

身近な地域における小地域福祉活動を推進するとともに、小学校区・中学校区、保健福祉圏域、

宍粟市全体といった各層における支え合いのネットワークの強化及び各層の連携を強化するこ

とで、包括的な仕組みづくりを更に推進していくことが必要です。市内でも人口が集中しており、

地域のつながりが薄いと考えられる山崎地区では、地域のつながりの重要性の意識啓発を行い、

比較的地域のつながりがあるその他の地域では現在の地域の見守り・支え合い活動へのさらなる

支援を図るなど、地域の状況に応じた取り組みが必要です。また、包括的な仕組みづくりの推進

のためには、市民や行政、社会福祉協議会、関係団体など地域の多様な主体がつながることに加

え、地域の社会福祉法人や NPO 等の地域福祉資源の有効活用や、各ネットワーク間のコーディネ

ート機能の有効活用等が重要です。  
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（３）多様化・複雑化する課題への対応 

アンケート調査において、本市における地域の課題や問題としては、「高齢者世帯への生活支

援に関すること」が最も高くなっており、特に高齢化が進んでいる北部域では、高齢者世帯への

生活支援等がいっそう重要になっていくと考えられます。一方、近年地域を取り巻く福祉課題は、

多様化・複雑化しており、高齢者への支援だけでなく、障がいをもつ人、子ども、生活困窮者に

対する支援や、権利擁護、虐待防止、自殺対策、狭間の課題への対応等が求められており、分野

がまたがる複雑な課題への対応も必要となっています。また、アンケート調査では、本市が優先

して取り組むべき施策について「地域の福祉相談窓口の充実」「福祉に関する情提提供の充実」

が約３割と高くなっています。 

多様化・複雑化する課題に対し、支援を必要としている人へきめ細やかに対応できるよう、包

括的な相談支援体制の強化や相談窓口の充実を推進するとともに、福祉に関する事項や相談支援

体制に関する情報提供を充実し、必要な支援に結びついていない人を適切な支援に結びつけられ

るような支援体制づくりが必要です。また、地域の多様な課題を受けとめ、解決につなげる支援

体制の整備には、行政だけでなく地域で活動する団体や関係機関等の協働によるネットワークの

強化やコーディネート機能の充実（コーディネーターの育成）等も重要です。 

 

 

（４）安全安心に暮らせるまちづくり 

平成 30 年７月に発生した「平成 30 年７月豪雨」では宍粟市の各地域で土砂災害等の被害が

発生しました。このように近年全国的に発生している様々な災害をきっかけに、地域における

支え合い・助け合いの大切さが再認識されています。また、要支援・要介護認定者数や高齢者

夫婦世帯・高齢者ひとり暮らし世帯数が増加していることから、災害時の避難をはじめ、日常

生活でも何らかの支援を必要とする人の増加が予測されます。 

アンケート調査では、宍粟市で災害が起こった時、不安に思うこととして、「避難生活が長引

くこと」や「住んでいる場所が孤立すること」が高くなっており、山間部の北部域においては、

特に災害時の孤立に関する不安の声が挙がっています。また、宍粟市の現状の福祉施策に対し、

「緊急時における要配慮者への支援」「支え合いのまちづくり」等を「重要」「やや重要」と考

えている人が約７割と高くなっており、住み慣れたまちで安全に暮らすことのできる支援の充

実がより一層求められています。災害・緊急時に支援を必要とする人の災害時要配慮者名簿へ

の登録を進めるとともに、市民一人ひとりが安全安心に暮らせるよう取り組みを推進していく

ことが必要です。併せて、支え合いの地域づくりのため、防犯パトロールや子どもの見守りの

推進、地域福祉資源との連携が必要です。 

また、アンケート調査では、現在住んでいる地域の暮らしやすさについて、「病院など医療関

係施設」「買い物などの便利さ」「道路や交通機関等の使いやすさ」への不満が比較的高くなっ

ています。高齢者や障がいのある人を含め、地域で暮らすすべての市民が安全安心に暮らすこ

とができるよう、生活における利便性の向上やバリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづ

くりに取り組み、すべての人にやさしいまちをつくっていくことが重要です。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．基本理念 

 少子高齢化や核家族化の進行に伴い、高齢者の孤立や老老介護、地域のつながりの希薄化など、

地域の課題は多様化・複雑化しています。これら地域の課題は、今困難に直面していない人、支

援を要していない人には関係のないものではなく、将来的には誰にでも起こりうるものです。 

地域の課題を解決するためには、身近な地域や市全体での支え合い・助け合いの心を育むとと

もに、市民一人ひとりが我が事として、地域の課題を意識し、解決に取り組むことが重要です。 

前計画では、「つながりで みんなでつくる 宍粟のふくし」という基本理念の下、市民同士が

つながり、支え合い、一人一人が住み慣れた地域でその人らしく暮らしていけるよう、地域福祉

を推進してきました。 

 本計画においても、前計画の考えを基本的に引き継ぎ、市民が福祉の担い手としても活躍でき

る仕組みづくり、福祉を推進するまちづくりを進めるとともに、現在の制度の有効活用、今後の

本市の情勢等の予測も行い、「自助」「互助」「公助」の連携のもと、ともに助け合い支え合う共

生のまちをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本目標 

 市民同士がともに助け合い支え合う共生のまちをめざし、現状からみえる課題を踏まえ、以下

の基本目標を定めました。 

 

 

 

 

 

 

つながりを みんなでつくる 

宍粟のふくし 

基本理念 

地域福祉を進める担い手を育てます 基本目標１ 

みんなで支え合う仕組みをつくります 基本目標２ 

適切な支援が受けられる枠組みをつくります 基本目標３ 

安全で安心な地域をつくります 基本目標４ 
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３．施策体系 
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        地域福祉を進める担い手を育てます 

 

基本目標１ 

（１）福祉学習を推進し、地域福祉意識を普及啓発します 

（２）市民活動・ボランティアへの参加を促進します 

（３）地域福祉を担う人材を発掘・育成します 

（４）社会福祉法人による公益的活動を支援します 

します 

します 

        みんなで支え合う仕組みをつくります 

 

 

基本目標２ 

（１）地域住民等が集う場・拠点づくりを進めます 

（２）地域住民主体の見守り・支え合いの関係づくりを推進します 

（３）誰もが活躍できる機会を確保します 

        適切な支援が受けられる枠組みをつくります 

 

 

基本目標３ 

（１）相談支援体制・情報提供を充実します 

（２）課題解決に向けた多様な主体のつながりを構築・強化します 

（３）権利擁護等の取り組みを推進します 

（４）その人に必要な支援に取り組みます 

        安全で安心な地域をつくります 

 

 

基本目標４ 

（１）地域の防災力を高める取り組みを推進します 

（２）すべての人に優しい地域をつくります 
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市全体をとらえて総合的に施策を展開し、福祉サービスや制度を整備する圏域 

【主体：市役所、福祉事務所、社会福祉協議会、商工会、民生委員児童委員協議会連合会、自立支

援協議会、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援機関、介護保険サ

ービス事業所連絡会、訪問看護ステーション連絡会、連合自治会、老人クラブ連合会、消防団本部、

NPO、ボランティア連絡会 等】 

 

市民局や社協支部における活動を中心に、総合的なニーズに対応することで福祉活動関

係者の集約を図る圏域 

【 主体：市民局、保健福祉センター、子育て支援センター、社会福祉協議会支部、民生委

員児童委員協議会、地域包括支援センターサブセンター、町連合自治会、老人クラブ連合

会支部、消防団支団、ボランティア連絡会支部 等】 

 

 

小学校区・中学校区単位での結びつきの強さを活かし、各団体と連携し、支え合

い活動を進めていく圏域 

【 主体：小学校、中学校、幼稚園、保育所、こども園、生涯学習推進協議会、地域

づくり団体、福祉連絡会連絡協議会 等】 

 

地域の課題を集約して問題の解決にあたる圏域 

【 主体：自治会、自治会福祉連絡会、民生委員児童委員、民生児童協力委員、

福祉委員、老人クラブ、子ども会、消防団、ボランティア活動者、サロン・喫

茶等活動者、ご近所ボランティア活動、見守りネットワーク、各当事者組織 

等】 

 

 

４．福祉圏域 

 地域福祉の効果的な推進のためには、市全体を想定した専門性の高い総合的・広域的な福祉サ

ービスの提供から自治会等の住民による見守り活動等といった、市全体エリアの大きな圏域から、

自治会等住民に身近な圏域まで、各圏域に応じた重層的な推進体制を整備することが必要です。 

 地域福祉推進のための基盤として、本市の解決すべき課題に応じて、福祉活動や事業が効果的

に展開でき圏域（範囲）を設定し、取り組みを推進するとともに、圏域を超えた重層的なネット

ワークの構築を推進します。 

 

■宍粟市の福祉圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民局単位・社協支部【保健福祉圏域】 

自治会 

宍粟市全体 

小学校区・中学校区 
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５．社会福祉協議会との連携 

 社会福祉協議会は、社会福祉法第 109 条において「地域福祉の推進を図ることを目的とする団

体」として位置づけられている公共性・共益性の高い民間非営利組織です。社会福祉協議会は、

地域の人々だれもが住み慣れたまちで、いつまでも安心して暮らせる「ふくしのまち」をつくる

ことを目的として活動しており、市民の地域福祉活動への支援やふれあい喫茶・サロン等の居場

所づくり、ボランティア・市民活動センターの運営、介護保険事業・介護予防事業の実施等、様々

な活動を行っています。 

 市の策定する「地域福祉計画」は地域福祉推進のための基本理念や推進に向けた基本的な方向

を示す計画です。一方、社会福祉協議会の策定する「地域福祉推進計画」は地域福祉の推進主体

である市民、地域で社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉事業を経営する者の協働による、

具体的な活動・行動計画です。２つの計画はともに「地域福祉の推進」を目的としており、地域

の課題・状況を共有するなど相互に連携・役割分担をしながら、推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
宍粟市 

地域福祉計画 

宍粟市社会福祉協議会 

地域福祉推進計画 

地域の課題・状況 

共有 

地域福祉の推進 
 

協働 
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第４章 施策の展開 

基本目標１ 地域福祉を進める担い手を育てます 

（１）福祉学習を推進し、地域福祉意識を普及啓発します 

 

 

 

 地域福祉の担い手の育成には、福祉に関心をもつ人を増やし、学びにつなげ、活動につなげる

ことが重要です。そのため、関係団体や行政は市民に対し、学ぶ機会を提供し、地域福祉意識の

向上を図ることで地域福祉活動への参加を推進します。また、子どもの頃から、福祉に関して学

び、地域と連携した活動への参加を通して、地域福祉に関する理解や関心を高めていくことをめ

ざします。 

 

 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

市の取り組み 

取り組み内容 担当課 

○市民の福祉意識の向上のため、福祉に関する学習会やシンポジウム等の

開催を推進します。 
関係各課 

○広報紙や市公式サイト等を活用し、地域福祉に関する情報や地域福祉計

画の内容、理念の共有について情報発信を行います。 
関係各課 

○地域福祉や地域福祉計画について、市民向けの啓発冊子・パンフレット

を作成し、市民や地域の団体、福祉関係機関等に配布・啓発を行います。 
社会福祉課 

○行政の福祉施策について、学校や地域、関係団体や企業へ市の職員が出

向いて講座を行います。 
関係各課 

施策の方向性 

取り組みの内容 

○福祉に関心をもち、福祉に関して学ぶ場等に積極的に参加します。 

○ボランティア講座等へ積極的に参加し、地域福祉に対する理解を深めます。 

○認知症高齢者や障がいのある方に対して理解を深め、正しい知識を身につけます。 

○子どもの頃から福祉に目を向けられるよう、地域や家庭内でのきっかけづくりに取り

組みます。 

○福祉について、世代や立場に関わらず話し合い、考える場をつくります。 
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○地域・学校における福祉学習の事例 

 宍粟市では、地域を対象に「ふくしの出前講座」を行っており、コミュニティワーカー、

生活支援コーディネーター、ケアマネジャー等が自治会に出向き、学習会を開催しています。

また、学校においては、社会福祉協議会の職員が学校や教職員と連携し、福祉学習を実施し

ています。 

 

 

 

 

 

 

区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

活動 

指標 

市の職員による福祉に関する出前講

座の実施数 
8 回 ➡ 増加 

成果 

指標 
福祉に関心がある人の割合※ 85.5％ ➡ 90.0％ 

※アンケートで「とても関心がある」「まあまあ関心があると回答した方」 

  

○他市事例や先進事例等を収集し、自治会福祉連絡会や学校等に対して情

報提供を行い、福祉学習の推進を支援します。 
社会福祉課 

○学校内での福祉学習・人権学習や、地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」、

「トライやるアクション」等での福祉体験等を推進し、児童・生徒の福

祉の意識づくりを進めます。 

学校教育課 

評価指標 

コラム 
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（２）市民活動・ボランティアへの参加を促進します 

 

 

 

 地域福祉の推進のためには、福祉に関心を持ち、活動に参加した人を継続的な活動につなげる

ことが重要です。市民活動・ボランティア活動への支援を通じて、「楽しい」「やりがいがある」

取り組みを提案し、地域活動に参加しやすい環境づくりに努めます。 

 

 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の取り組み 

  

取り組み内容 担当課 

○ボランティアセンター（社会福祉協議会）と連携し、市民活動やボラン

ティア活動に関する情報発信の推進や活動支援・相談支援に取り組みま

す。 

社会福祉課 

○小・中学校と連携し、子どもの頃からボランティア活動に触れる機会を

つくり、将来の担い手づくりを推進します。 
学校教育課 

○社会福祉協議会と連携し、高校生に対してボランティア活動の参加機会

の増加を図り、将来の担い手づくりを推進します。 
社会福祉課 

○地域資源及び地域の個性を生かした自主的・主体的なまちづくり活動

や、地域の課題解決に向けた住民の創意と工夫による魅力的な活動の推

進を図る「しそう元気げんき大作戦事業」に取り組みます。 

市民協働課 

施策の方向性 

 

取り組みの内容 

○ボランティア活動等について関心を持ち、情報を収集します。 

○積極的に市民活動やボランティア活動に参加します。また、既に活動に参加している

人は、活動の魅力や楽しみを他の人に伝えます。 

○地域のちょっとした困り事の解決など、小さな取り組みをきっかけに各種活動につな

げます。 

○講座等に参加し、市民活動やボランティアのスキルアップに努めます。 
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○ボランティア参加促進の事例 

事例収集中 

 

 

 

 

 

区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

活動 

指標 

「しそう元気げんき大作戦事業」の実

施団体数 
12 団体 ➡ 増加 

成果 

指標 

地域活動に参加したことがない人の

割合※１ 
15.8％ ➡ 10.0％ 

成果 

指標 

ボランティア活動に参加したことが

ない人の割合※２ 
53.4％ ➡ 40.0％ 

※１アンケートで「活動したことはない」と回答した方 

※２アンケートで「参加したことはないが、機会があれば今後参加したい」「参加したことはなく、今後も

参加したいと思わない」と回答した方 

  

評価指標 

コラム 
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（３）地域福祉を担う人材を発掘・育成します 

 

 

 

 地域においては、ボランティアの高齢化や地域福祉を担うリーダー不足等、地域福祉を推進す

る人材の育成が課題となっています。また、事業所等においては、福祉分野の専門的な人材の確

保・定着が課題となっています。関係機関と連携した地域福祉を担う人材の養成講座の実施や地

域福祉活動等への支援の実施を通して、地域福祉を担う人材を発掘・育成します。 

 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

 

 

市の取り組み 

取り組み内容 担当課 

○関係機関と連携し、地域福祉コーディネーター等の中長期的な地域福祉

を担うリーダーの育成及び専門的な福祉人材の確保に向けた取り組み

を支援します。 

社会福祉課 

○地域の高齢者ニーズや不足している介護予防・生活支援サービス等を把

握し、生活支援の担い手育成や見守り・支え合い活動の仕組みづくり等

をコーディネートする生活支援コーディネーターと連携し、地域住民主

体による支え合いづくりを推進します。 

介護福祉課 

○介護職員やケアマネジャー、医療職、保健師等の専門職が地域福祉を学

び、地域と連携した活動を行うことができるよう、研修事業等の実施を

推進します。 

介護福祉課 

○認知症の人を地域で見守り支える認知症サポーター養成講座を開催し、

認知症サポーターや、地域・職場等における認知症サポーターのリーダ

ー的人材を養成します。 

介護福祉課 

○生活支援サポーターの養成研修の周知・参加を促進し、高齢者のちょっ

とした困り事の支援者を増やします。 
介護福祉課 

○ひきこもりサポーター養成講座の周知・参加を促進し、地域におけるひ

きこもりへの理解者や支援者を増やします。 
関係各課 

施策の方向性 

 

取り組みの内容 

○福祉人材の養成講座等に積極的に参加します。 

○保育士や介護福祉士といった保有資格や福祉職の経験を活かし、地域福祉活動に役立て

ます。 

○福祉関係の事業所や保育所・学童保育所等にボランティア等として関わります。 
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○地域福祉コーディネーターとは？ 

地域の課題や困りごとを地域の方々と一緒に解決する調整役のことを指します。コミュニ

ティソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。 

 

○ゲートキーパーとは？ 

ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につな

げ、見守ることができる人のことを指します。宍粟市では市民や専門職向けにゲートキーパ

ー講座を開催しています。特別な資格は不要ですので、ぜひ参加してみてください。 

 

 

 

区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

成果 

指標 
認知症サポーター養成講座受講者数 458 人 ➡ 500 人 

成果 

指標 

生活支援サポーター養成講座受講者

数 
3 人 ➡ 現状維持 

成果 

指標 

自殺対策ゲートキーパー研修受講者

数（延べ数） 
0 人 ➡ 150 人 

  

○ゲートキーパー研修等、専門職・市民向けの研修会を開催し、自殺対策

に関する地域ネットワークの担い手、支え手となる人材を育成します。 
保健福祉課 

○地域の抱える課題を地域住民が主体となって、ビジネスの手法を活用し

つつ解決していくコミュニティビジネスの立ち上げを支援し、地域を担

う人材育成及び地域の活性化を図ります。 

市民協働課 

○保育士や介護職員等の福祉職の職場環境の改善や保育の質を高めるた

めの研修等について、国や県の動向、他市町村の取り組み等を踏まえ、

必要な取り組みの検討を行います。 

こども未来課 

介護福祉課 

○社会福祉士の養成支援のため、福祉事務所において実習生を受け入れま

す。 
社会福祉課 

評価指標 

コラム 
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（４）社会福祉法人による公益的活動を支援します 

 

 

 社会福祉法人は法人の持つ高い公益性をかんがみ、地域の福祉ニーズ等を踏まえながら地域に

おける公益的な取り組みを実施することが求められています。市内の社会福祉法人と連携を図り、

地域のニーズに応じた活動を促進するとともに、法人間のネットワーク形成を図ります。 

 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

 

 

市の取り組み 

 

  

取り組み内容 担当課 

○社会福祉法人連絡協議会の設立や社会福祉法人間のネットワーク強化

を推進し、地域における公益的な活動を支援します。 
社会福祉課 

○地域の実情に応じた公益的な取り組みが社会福祉法人によって行われ

るよう、社会福祉協議会と連携し、地域のニーズに関する情報提供を行

うとともに、公益的な取り組みについて市ホームページ等で PR を行い

ます。 

社会福祉課 

○地域福祉を推進する民間組織の牽引役として社会福祉協議会を位置づ

け、「丸ごと」のしかけづくりを応援します。また、地域福祉計画と地

域福祉推進計画の進捗状況の点検を協働で行います。 

社会福祉課 

施策の方向性 

 

取り組みの内容 

○自治会福祉連絡会等の地域見守り会議等を通じて、市や社会福祉協議会、社会福祉法人

等へ地域のニーズに関する情報提供を行います。 

○社会福祉法人は、地域に対し、活動内容を積極的に発信するとともに、地域の課題解決

に向けた公益的活動に取り組みます。 
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○地域における公益的な取り組みの事例 

社会福祉法の改正により、すべての社会福祉法人に「地域における公益的な取り組み」が

責務として定められました。様々な地域生活課題の解決に向けて、以下に掲げる３つの要件

のもと、社会福祉法人がもつ施設や設備、配置された専門職や独自のノウハウを生かした取

り組みの推進が期待されています。 

①社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること 

②日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスであること 

③無料又は低額な料金で提供される福祉サービスであること 

 

※事例収集中 

 

 

 

区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

活動 

指標 

市ホームページ等における社会福祉法

人の地域における公益的な取り組みの

紹介 

未掲載 ➡ 掲載 

活動 

指標 

社会福祉法人との公益的な取り組み内

容にかかる協議の実施 
未実施 ➡ 実施 

 

  

評価指標 

コラム 
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基本目標２ みんなで支え合う仕組みをつくります 

（１）地域住民等が集う場・拠点づくりを進めます 

 

 

 地域の課題解決のためには、まずは市民同士が集い・交流し、地域の課題を知り・共有するこ

とが重要です。様々な人や世代を超えた交流が生まれるよう、場の提供等を通じた支援を行うと

ともに、地域の困りごとを集約し解決する場や団体の活動拠点となるような拠点づくりを進めま

す。 

 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

 

 

市の取り組み 

  

取り組み内容 担当課 

○だれもが健康に暮らせるよう、いきいき百歳体操等、地域での介護予防

や健康づくりを行う「通いの場」づくりを推進するとともに、取り組み

を担う住民リーダーを支援し、活動の継続を図ります。 

介護福祉課 

保健福祉課 

○既存の施設や空き家等を活用した地域の「拠点づくり」を推進します。 関係各課 

○高齢者や障がいのある人、子ども等が世代や地域を超えた交流できる場

の提供に向け、関係機関との連携を図ります。 
関係各課 

○ひきこもり等の社会的に孤立状態にある人等が、気軽に集うことができ

る場づくりを関係機関と連携し、推進します。 
関係各課 

○認知症の方及びその家族が気軽に参加し、相談等もできるオレンジカフ

ェ（認知症カフェ）を充実します。 
介護福祉課 

○自治会集会施設等の改修・改築を支援し、地域における様々な活動を促

進します。 
市民協働課 

施策の方向性 

 

取り組みの内容 

○身近な地域で市民が気軽に集える場・拠点づくりを進めます。また、その場・拠点が地

域の困りごとを「丸ごと」集約し、解決できる場所になるよう取り組みます。 

○ふれあい喫茶やふれあいサロン等、地域が交流できるイベントや事業に積極的に参加し

たり、地域でイベントを企画したりするなどし、参加者同士の交流を深めます。 
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○宍粟市の「通いの場」はどんなものがあるの？ 

宍粟市ではいきいき百歳体操教室やオレンジカフェ（認知症カフェ）等、地域住民が主体

となった健康づくりや介護予防に取り組む「通いの場」を各地区で開催しています。詳しい

開催場所等については、市ホームページで掲載しています。ぜひ「しそう“地域の宝物”リ

スト」で検索してみてください。 

 

○地域の既存施設活用によるつながりづくりの事例 

全国的に、廃校となった学校施設や、空き家が増加しています。近年、その既存施設を活

用した地域活性化の取り組みが各地で行われており、宍粟市でも住民による空き家を活用し

た取り組みが行われています。 

※山崎のよいまちプロジェクトを紹介予定 

 

 

 

区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

活動 

指標 
「通いの場」登録者数 1,975人 ➡ 2,250人 

活動 

指標 
認知症カフェ設置数 10か所 ➡ 増加 

活動 

指標 
空き家バンクの登録件数 43件／年 ➡ 60年／年 

（令和７年度） 

成果 

指標 

市の施策における「小地域福祉活動の

活性化（支援）」の満足度※ 
49.6％ ➡ 60.0％ 

※アンケートで「満足」「やや満足」と回答した方  

評価指標 

コラム 
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（２）地域住民主体の見守り・支え合いの関係づくりを推進します 

 

 

 人口減少やライフスタイルの多様化等により、地域における市民同士の関係が希薄化する傾向

にある中、日ごろからお互いに関係をつくり、支え合う体制を構築することはとても重要です。

関係機関と連携し、地域住民がつながり、支え合うことのできる関係づくりを推進するとともに、

地域住民が主体的に地域生活課題を把握し、解決を試みることができるよう、取り組みの充実を

図ります。 

 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の取り組み 

取り組み内容 担当課 

○地域で活動する事業所と高齢者の見守りに関する協定締結により「宍粟

市高齢者地域支え合い活動事業」として高齢者の見守りを行います。 
介護福祉課 

○ファミリーサポートセンターを通じて、地域における育児の相互援助活

動を支援します。 
社会福祉課 

○民生委員・児童委員、民生・児童協力委員と関係機関との連携強化を進

め、地域の実態把握や地域での見守り・支え合い活動の推進等、その活

動について支援します。 

社会福祉課 

○小地域の取り組み紹介や活動団体間の交流の促進等、社会福協議会の地

域福祉担当者との連携を強化し、小地域福祉活動のさらなる推進を図り

ます。 

社会福祉課 

施策の方向性 

 

取り組みの内容 

○日頃から積極的にあいさつをするなど、近所との関わりを持ち、地域による「困りご

と」への気づきの機会を増やします。 

○他者の「困りごと」に関心を持ち、地域における共有・活動を通して「困りごと」の

解決にあたります。 

○地域の見守り活動や自治会活動に参加し、地域コミュニティの輪を広げます。 

○市民だけで解決できない課題は、行政や地域の関係機関に相談するなど、連携して解

決にあたります。 

○地域の団体やボランティア等の市民活動への支援、社会福祉協議会の推進するご近所

ボランティアへの参加等、地域の支え合いに理解を示し、可能な範囲で協力します。 
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○見守り・支え合いの具体的事例 

地域における見守り・支え合いの事例として、宍粟市で行っている「宍粟市高齢者地域支

え合い活動事業」を紹介します。 

この事業では、日頃から地域や高齢者宅を訪問する機会のある事業者の協力のもと、高齢

者を「見守る」活動です。日常業務を通じて、高齢者に異変を感じた時に、市や場合に応じ

て警察署または消防署へ通報をしてもらう仕組みです。高齢者の孤立防止や体調不良・認知

症の早期発見、虐待予防、悪徳商法への対策等の効果が期待されています。 

 

 

 

 

区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

活動 

指標 

宍粟市高齢者地域支え合い活動事業登

録企業数 
32事業者 ➡ 増加 

成果 

指標 

市の施策における「支え合いのまちづ

くり」の満足度※ 
36.8％ ➡ 50.0％ 

※アンケートで「満足」「やや満足」と回答した方 

 

  

○青色防犯パトロールを推進し、地域の見守り活動を強化します。 
消防防災課 

社会福祉課 

○児童・生徒が安心安全に登下校できるよう、見守り活動を行う学校見守

り隊を学校単位で結成し、活動を支援します。 
関係各課 

○地域に残り、将来的に地域の中で暮らす若者が増えていくように、結婚

相談や男女の交流イベント等の開催を支援します。 
社会福祉課 

評価指標 

コラム 
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（３）誰もが活躍できる機会を確保します 

 

 

 地域福祉を推進するためには、市民がそれぞれ支え手側と受け手側に分かれるのではなく、誰

もが地域で役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域共生社会の実現が重要です。

それぞれ別個の背景を持つ市民誰もがあらゆる分野の活動に参加し、活躍できる機会の確保・提

供を推進します。 

 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

 

 

市の取り組み 

 

取り組み内容 担当課 

○高齢者が知識・技能等を活かし、地域で活躍できるよう、シルバー人材

センター事業の拡大等を通じて、高齢者が地域で活躍できる取り組みを

推進します。 

社会福祉課 

○子どもや若者が地域活動に興味を持ち、参加できる工夫や働きかけを行

います。 
関係各課 

○福祉・教育・環境・産業・まちづくりなど、分野の枠を越えて人と人が

つながる場や環境づくりに取り組みます。 
関係各課 

○障がいや貧困等様々な課題を抱える人が地域で活躍できるよう、地域や

事業所等における理解促進を推進します。 
関係各課 

○ＮＰＯや企業等が市民や行政とともにまちづくりに参画し、それぞれの

得意分野を生かし、力を発揮できる環境づくりに取り組みます。 
関係各課 

○高齢者の社会参加や生きがいづくりを図るため、老人クラブ連合会や単

位老人クラブに対して活動費の補助を行います。 
社会福祉課 

○地域活動に市職員も積極的に参加し、分野を越えた人のつながりをつく

ります。 

総務課 

全課 

施策の方向性 

 

取り組みの内容 

○地域での活動に興味を持ち、自ら活動の情報を収集します。 

○誰でも参加がしやすいよう、団体の活動内容等について様々な媒体を用いて情報発信を

行います。 

○地域の団体等で、次世代の担い手を育てる風土づくりに努めます。 
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○福祉以外の分野と連携した取り組み（福祉×農業等）の事例 

住み慣れた地域で、誰もがいきいきと暮らすことができる社会の実現に向けて、分野の垣

根を超えた取り組みが注目されています。 

＊兵庫県の農福連携の取り組み＊ 

兵庫県では、障がいのある人の就労の場の拡大及び農業従事者の減少・高齢化の課題に対

応するため、農業者と障害福祉事務所との農福連携の取り組みを展開してきました。 

令和元年度は、新たに「農福連携マッチング支援事業」としてモデル事業の実施や全県展

開に向けたネットワーク会議の実施、「農業者向け農福連携研修会」として農福連携に対する

理解促進と支援技術の向上を図る研修会を実施し、県下における取り組みの推進を図ってい

ます。 

 

 

 

区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

活動 

指標 
単位老人クラブへの活動費補助件数 118件 ➡ 現状維持 

成果 

指標 
シルバー人材センター登録者数 428人 ➡ 500人 

成果 

指標 

市の施策における「地域福祉資源の活

用・開発」の満足度※ 
34.9％ ➡ 45.0％ 

※アンケートで「満足」「やや満足」と回答した方 

  

評価指標 

コラム 
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基本目標３ 適切な支援が受けられる枠組みをつくります 

（１）相談支援体制・情報提供を充実します 

 

 

 様々な生活上の課題や問題解決のためには、困りごとがある人や支援を必要とする人が気軽に

相談できる環境づくりや包括的な相談窓口の設置等が重要です。また、様々な福祉サービスを必

要としている人が、サービスを適切に選択して利用できるよう、サービス内容の周知や情報発信

の方法等の充実に努めます。 

 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

 

市の取り組み 

取り組み内容 担当課 

○広報紙や市公式サイトのほか、しーたん通信やしそうチャンネル、保健

福祉サービスガイドブック等を活用し、身近な相談窓口の周知啓発や福

祉サービスを利用したい人が適切にサービスを利用できるような情報

提供に努めます。 

関係各課 

○制度の狭間問題等への対応として、アウトリーチによる相談支援等を推

進するとともに、ふくし総合相談窓口の設置に努めます。 
関係各課 

○手話通訳や音読サービスの実施等、目や耳に障がいがある人等に配慮し

た情報提供を推進します。 
障害福祉課 

○社会福祉協議会をはじめとする専門機関・団体と連携し、包括的な相談

体制を強化します。 
社会福祉課 

○地域づくりに関する複数の事業を一体的に実施していくため、支援制度

や活動内容等についてわかりやすい情報提供を行います。 
市民協働課 

○しそう学校サポートチームにより、いじめや不登校等の問題行動に関す

る相談・支援体制の充実を図り、学校や保護者に対する支援を推進しま

す。 

学校教育課 

施策の方向性 

 

取り組みの内容 

○心配ごとや困りごとは周囲の人や相談窓口等に相談します。 

○困っている人がいたら声をかけたり、相談に乗ったり、必要なサービスを紹介したりし

ます。また、相談内容等必要に応じて、関係機関につなげます。 
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○「地域包括支援センター」と地域における多様な関係機関等との連携を

強化し、機能の充実を図ります。 
介護福祉課 

○妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う「子育て世代包括支援

センター」の周知・利用促進を図ります。また、親子同士の交流促進や

育児相談等を行う「子育て支援センター」との連携強化を図り、子育て

しやすい環境づくりを進めます。 

保健福祉課 

○児童及び児童を養育する保護者等に係る様々な問題の解決を図るため、

「家庭児童相談室」に家庭相談員を設置し、相談室の周知を行うなど利

用の促進を図ります。 

保健福祉課 

○生後 4 か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、様々な悩みの相談や

子育て支援を行う乳児家庭全戸訪問、養育支援が必要な家庭へ訪問し、

養育上の問題を解決する養育支援訪問、乳幼児の健康相談等を行いま

す。 

保健福祉課 

○すべての子どもとその家庭及び妊産婦等に対し、妊娠期から子どもの社

会的自立に至るまでの包括的・継続的な相談支援を行う「子ども家庭総

合支援センター」の活動を推進するとともに、事業の周知・利用促進を

図ります。 

保健福祉課 

○ひとり親家庭からの相談に対し、母子・父子自立支援員による相談支援

の充実を図ります。また、自立に向けて各種手当や給付金等による支援

を行います。 

社会福祉課 

○障がいのある人の自立した日常生活や社会生活を支援するため、「基幹

相談支援センター」の相談体制の充実を図ります。 
障害福祉課 

○生活に困窮している人から窓口や電話による様々な相談を受け、自立に

向けた包括的な支援を行うため、生活困窮者自立支援相談の充実や利用

促進を図ります。 

社会福祉課 

○認知症の方やその家族からの相談に対し、認知症地域支援推進員により

相談支援の充実を図ります。また、認知症初期集中支援チームによる認

知症の早期相談、早期対応に取り組みます。 

介護福祉課 

○福祉事務所における相談援助等の質を高めるため、福祉専門職の配置、

社会福祉主事の資格取得の促進、研修の実施・参加促進等を行います。 

総務課 

社会福祉課 
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○高齢者や障がいのある人への情報提供事例 

兵庫県明石市では、合理的配慮の促進を目的として、2016 年度に「手話言語・障害者コ

ミュニケーション条例」「障害者配慮条例」を施行しました。これらの条例では、差別解消や

合理的配慮提供を進めていくための取り組みとして①市内事業所がコミュニケーションボー

ドやスロープを設置する際の助成、②相談機関を通じた助言や勧告、③手話フォン等のコミ

ュニケーションツールの市内設置などが位置付けられています。 

 

○包括的な相談システムの事例 

 近年、高齢者分野では医療・介護・生活支援・住まい等を「地域包括ケアシステム」の構

築が進められており、障がい福祉や児童福祉分野でも相談体制の充実等が推進されています。 

また、「制度の狭間」への対応、複合的課題や分野を超えた課題解決のため、包括的な相談支

援体制の構築が求められています。 

兵庫県芦屋市は、保健福祉センターに生活困窮者の自立支援機能を合わせた総合窓口を設

置するとともに、センター内に権利擁護支援センターも設置しています。芦屋市におけるト

タルサポート機能の特徴は、支援に際し、保健師が専門性を活かし、年齢や属性に関わらず

「健康」という切り口から各担当者の支援をバックアップしている点にあります。 

 

 

 

 

区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

活動 

指標 
乳児家庭全戸訪問件数 185件 ➡ 170件 

活動 

指標 
ひとり親家庭からの相談件数 839件 ➡ 885件 

活動 

指標 

基幹相談支援センターにおける相談件

数 
2,916件 ➡ 3,353件 

活動 

指標 
生活困窮者からの自立相談件数 87件 ➡ 120件 

活動 

指標 
認知症にかかる相談件数 735件 ➡ 1,000件 

成果 

指標 

市の施策における「情報提供の強化」

の満足度※ 
44.4％ ➡ 50.0％ 

成果 

指標 
ふくし総合相談窓口の設置 未設置 ➡ 設置 

※アンケートで「満足」「やや満足」と回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

評価指標 

コラム 
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（２）課題解決に向けた多様な主体のつながりを構築・強化します 

 

 

 複雑化・多様化する地域の福祉課題に柔軟かつ迅速に対応するためには、庁内の関係課や地域

の多様な主体が連携・協働しながら分野横断的に課題に対応することが重要です。庁内における

連携体制を整備し、各事例に応じた支援を行うとともに、地域生活課題の解決に向けた多様な主

体のつながりの構築・強化を行います。 

 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

 

 

市の取り組み 

取り組み内容 担当課 

○宍粟市地域福祉計画推進会議を定期的に開催し、市の保健・福祉施策を

総合的かつ効果的に推進します。 
社会福祉課 

○庁内各課を横断したサポート体制を構築し、困難な事例等に対する連携

的な支援や会議の開催等、情報共有や包括的な支援の推進に取り組みま

す。 

関係各課 

○地域の相談機能の強化に向けて、民生委員・児童委員、民生・児童協力

委員と地域の各団体、専門機関等とが情報交換やニーズ把握を行い、連

携できる取り組みを推進します。 

社会福祉課 

○地域ケア個別会議において、介護・医療・福祉の関係者が連携を図り、

課題解決や支援方法等についての協議・検討を行います。 
介護福祉課 

○要保護児童対策地域協議会において、保健、医療、福祉、教育、警察等

の関係機関が連携し、児童虐待等の発生予防及び早期発見・対応を行い

ます。 

保健福祉課 

○障害者自立支援協議会を開催し、保健、医療、福祉、企業等の関係機関

が連携し、地域における障がいのある人等への支援体制についての協議

を行います。 

障害福祉課 

施策の方向性 

 

取り組みの内容 

○日ごろから地域とつながりを持ちます。 

○地域で活動する団体同士で定期的な情報共有やネットワークの構築を行います。 

○地域や地域で活動する団体同士で、地域生活課題の発見・共有・解決方法の検討を行い

ます。 
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○地域ケア個別会議での取り組み 

宍粟市の地域ケア個別会議では、高齢者の個別課題の解決に向けて介護・医療・福祉の関

係者が連携を図り、個別ケースの共有や課題の整理、解決に向けた検討等を行っています。 

 

 

 

 

区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

活動 

指標 
地域ケア個別会議開催数 19回 ➡ 30回 

成果 

指標 

市の施策における「つながりを深める

コーディネート機能の構築」の満足度

※ 

21.6％ ➡ 35.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○「宍粟市自殺対策計画」に基づき、地域全体で問題を共有するために、

市、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会連合会、福祉、経済関係

等の団体による自殺対策推進連絡会を開催し、包括的な自殺対策に取り

組みます。 

保健福祉課 

評価指標 

コラム 
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（３）権利擁護等の取り組みを推進します 

 

 

 地域で誰もが自分らしく暮らすためには、一人ひとりの権利が守られていることが重要です。

成年後見制度や日常生活自立支援事業の普及啓発、虐待防止対策等を通して、各制度等の理解促

進を図るとともに、市民の権利を守ることができるよう取り組みを推進します。 

 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の取り組み 

取り組み内容 担当課 

○「西播磨成年後見支援センター」と連携し、成年後見制度の普及啓発、

地域の身近な存在である市民後見人候補者の養成と支援を推進します。 
介護福祉課 

○判断能力が不十分な人の権利を擁護するため、申し立てを行う親族がい

ない等の理由により成年後見制度を利用することができない人を対象

に、成年後見の市長申立てを行います。 

介護福祉課 

○比較的軽度な認知症等により金銭管理等の支援が必要な高齢者が福祉

サービスを利用できるよう、社会福祉協議会と連携し制度の啓発を図り

ます。 

介護福祉課 

○ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）や被虐待児に対する相談、支援、

一時保護等を関係機関と連携し、対応するとともに、要保護児童対策地

域協議会の開催、相談窓口の周知、講演会等の開催、児童虐待防止マニ

ュアルの作成（更新）等を行います。また、児童虐待が疑われる場合の

通告義務についても市民への周知啓発を図ります。 

社会福祉課 

保健福祉課 

○高齢者や障がいのある人、児童に対する虐待に対し、関係機関と連携し、

相談先の更なる周知や地域の見守りの強化等による早期発見・早期対応

に取り組むとともに、被虐待者への相談支援・自立支援を図ります。 

社会福祉課 

介護福祉課 

障害福祉課 

保健福祉課 

施策の方向性 

 

取り組みの内容 

○相手を思いやる気持ちを大切にします。 

○権利や人権等についての理解や知識を深め、必要に応じて支援を行います。 

○権利を守るための制度を理解し、必要に応じて利用します。 

○虐待に対する知識を深めるとともに、地域で虐待の兆候を発見した際には、専門機関

への通告（通報）等を行います。 

○市民後見人講座等に参加し、権利擁護について知識を深めたり、市民後見人として地

域での活動に取り組んだりします。 
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○成年後見制度とは？ 

 認知症や障がい等により、判断能力が不十分な人に対し、自己決定の尊重と本人の保護の

調和を図り、権利を守る制度です。家庭裁判所が選任した後見人等が本人の代理として契

約の締結等を行ったり、同意なく結んだ不利益な契約を取り消したりするなど、判断能

力が十分でない人を不利益から守ることを目的としています。（「法定後見制度」）その他、

判断能力が不十分になった場合に備えて、自分の生活や財産管理等を自分の信頼する人に希

望どおりに行ってもらえるよう、あらかじめ契約しておくことができる「任意後見制度」も

あります。 

 

 

○権利擁護の取り組み事例 

 

 

 

 

 

 

区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

活動 

指標 

成年後見制度に関する相談件数（延

べ） 
11 件 ➡ 22 件 

成果 

指標 
市民後見人候補者数 ４人 ➡ ８人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○高齢者の権利や財産を守り自分らしく生活できるよう、地域包括支援セ

ンターによる支援を行います。 
介護福祉課 

評価指標 

コラム 
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（４）その人に必要な支援に取り組みます 

 

 

 一人ひとりが住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるようにするためには、様々な課

題を抱え、地域で社会的に孤立している等の支援が必要な人を把握し、地域や関係機関が連携し、

支援へ結び付けていくことが重要です。生活困窮者だけでなく、社会的孤立者や就労・居住に課

題を抱える者への支援、保健・医療・福祉等の支援を必要とする犯罪をした者等への社会復帰の

支援、自殺対策等、複合的な課題を抱える人や制度の狭間にある人への支援も含め、包括的な支

援を推進します。 

 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

市の取り組み 

取り組み内容 担当課 

○関係機関・団体等と連携し、生活困窮者の早期発見に努めるとともに、

生活困窮者自立支援法に基づいた相談支援や家計の改善プランの作成

等、包括的な支援を行います。 

社会福祉課 

○医療と介護連携会議を定期的に開催し、情報共有の推進や、市民・専門

職に向けた情報発信の強化を行います。 
介護福祉課 

○地域の中で様々なニーズに対応する障がい者等の当事者組織について、

社会福祉協議会と連携した支援を行います。 
障害福祉課 

○働くことに悩みを抱えているニートや引きこもり状態にある若者の把

握を行い、専門的な相談や就労支援等、包括的な支援を行います。 
関係各課 

○生活困窮者や高齢者、ひとり親家庭等のうち、就労に困難を抱える人に

対し、就労相談から定着までの支援を行います。 
社会福祉課 

○子どもが自身の望む将来を選択できるよう、子どもの貧困対策として、

市内の学校に在籍する生活保護世帯や生活困窮世帯の子どもに対して

教育支援や相談支援等を行います。 

社会福祉課 

○離職等により住宅を失う、または失う恐れがある人に対し、住宅確保給

付金の支給を行います。 
社会福祉課 

施策の方向性 

 

取り組みの内容 

○困ったときは一人で抱え込まず、周囲に相談したり、様々な機関を利用したりします。 

○地域に気がかりな人がいたら、声をかけたり、専門機関に相談したりします。 
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○宍粟市の自立支援の取り組み事例 

 宍粟市では、総合的な仕事の相談窓口として、「宍粟市わくわ～くステーション」を開設し

ています。就労の相談から職業紹介、就労支援等、あらゆる人を対象にそれぞれの事情に応

じた支援を行っています。 

 

 

 

区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

活動 

指標 

専門職及び市民向けゲートキーパー

研修の開催回数（延べ数） 
0 回 ➡ 5回 

活動 

指標 
生活困窮者等への就労支援人数 43 人 ➡ 60 人 

成果 

指標 

市の施策における「生活困窮者などへ

の支援」の満足度※ 
14.1％ ➡ 25.0％ 

成果 

指標 
市の自殺率の改善 

（10万人あたり換算値）

28.1人 

（平成 29 年度） 

➡ 
（10万人あたり換算値）

21.0人 

（令和５年度） 

※アンケートで「満足」「やや満足」と回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○保健医療や福祉サービス等を必要とする罪を犯した人に対し、適切なサ

ービスの提供や就労支援等を行い、再犯の防止及び社会復帰への支援に

努めます。 

関係各課 

○自殺対策の推進にあたり、「宍粟市自殺対策計画」に基づき、関係機関

と連携し、相談支援の充実や、普及啓発を行い、総合的な対策を展開し

ます。また、未遂者支援、遺された人への支援にも努めます。 

保健福祉課 

○創作的活動・生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行う地域

活動支援センター事業の周知や利用促進を図ります。 
障害福祉課 

○民生委員・児童委員と連携し、地域の中で支援を必要としている人の早

期発見に努めます。 
関係各課 

評価指標 

コラム 
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基本目標４ 安全で安心な地域をつくります 

（１）地域の防災力を高める取り組みを推進します 

 

 

 災害から生命・財産を守るためには、普段から一人ひとりが災害に備えるとともに、日ごろか

ら地域における見守りや声かけを実施することが重要です。身近な地域における防災訓練等の取

り組みを推進するとともに、高齢者や障がいのある人等、特に災害時に支援が必要な人の把握や

安全確保の推進、地域全体の見守り体制の整備等、地域の防災力を高める取り組みを推進します。 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の取り組み 

取り組み内容 担当課 

○防災に関する知識の普及啓発や自主防災マップの作成の推進を通じて、

市民の防災意識の向上を図ります。 
消防防災課 

○防災資機材の購入に対する補助を行い、地域防災力の向上を図ります。 消防防災課 

○社会福祉協議会と連携し、災害ボランティアセンター設置訓練及び避難

訓練を実施します。 

消防防災課 

社会福祉課 

○災害時における高齢者や障がいのある人等の要配慮者に対する支援の

充実を図ります。また、避難行動要支援者名簿を作成し、自主防災組織

や民生委員・児童委員、福祉委員等と連携しながら、情報共有や個別支

援計画の作成等に努め、平常時から自力での避難が困難な人に対する地

域の支援の意識を高め、災害時に備えます。 

介護福祉課 

障害福祉課 

消防防災課 

施策の方向性 

 

○地域の避難訓練等に積極的に参加します。 

○日ごろからの隣近所の付き合いを通じて、災害時等に助け合える関係をつくります。 

○災害情報等をしっかりと受け取れるように、日ごろから防災に対する意識を高め、必

要物資の備蓄や情報収集を行います。 

○避難行動要支援者名簿を地域で適切に共有し、災害時において円滑に支援ができるよ

うにします。 

○災害時にボランティアとして応急活動や復旧・復興支援に参加します。 

取り組みの内容 
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○宍粟市の地域防災の取り組み事例 

 宍粟市では、「自主防災マップ」の作成を推進しています。市では、市内の自主防災組織に

対して、自主防災マップの作り方講習会を開催しています。また、社会福祉協議会では、福

祉（見守り・助け合い）の視点を取り入れた「防災・福祉マップ」の作成に向けた働きかけ

を行っています。 

 

 

 

 

区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

活動 

指標 
福祉避難所の協定数 15 か所 ➡ 増加 

成果 

指標 

地域の暮らしやすさにおける「地域の

防災体制」の満足度※ 
24.6％ ➡ 40.0％ 

※アンケートで「満足」「まあ満足」と回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○災害発生時に要配慮者が安心して避難生活を送ることができるよう、特

別養護老人ホーム等の施設を避難所として利用できる「災害時における

福祉避難所の開設等に関する協定」の締結を事業所等に働きかけます。

また、指定施設と連携し福祉避難所開設訓練を実施します。 

介護福祉課 

障害福祉課 

消防防災課 

評価指標 

コラム 



 

66 

（２）すべての人に優しい地域をつくります 

 

 

 高齢者や障がいのある人、子ども、妊婦等の地域で暮らすすべての人が地域社会の中で安全安

心に暮らせるようにするためには、環境を整えることが重要です。市の課題でもある移動に困難

を抱える人への支援をはじめ、誰もが使いやすいように施設等のバリアフリー・ユニバーサルデ

ザインの推進、情報アクセシビリティへの配慮等を推進します。また、ハード面の整備だけでな

く、地域の人々が相互理解を深め、お互いを尊重し合える社会づくりを推進し、すべての人に優

しい地域をつくります。 

 

 

市民・地域の取り組み 

 

 

 

 

 

市の取り組み 

取り組み内容 担当課 

○緊急時における情報把握のため、救急医療情報キットの活用促進を図り

ます。 
介護福祉課 

○在宅のひとり暮らし高齢者等が急病や災害等の緊急時に迅速に適切な

対応を図ることができるように、「安心見守りコール（緊急通報システ

ム）」の周知を図ります。 

介護福祉課 

○徘徊のおそれのある高齢者を介護している家族等に対し、パソコン等か

ら場所を確認できる GPS 専用端末機を貸出し、見守りへの支援を行う徘

徊高齢者等家族支援サービス事業の周知を図ります。 

介護福祉課 

○認知症の人が地域で安心して暮らし続けることができるよう、「認知症

高齢者等見守り・SOS ネットワーク」として、事前登録者の情報をネッ

トワーク機関で共有し、地域ぐるみの日常の見守りや緊急時の早期発見

を図ります。 

介護福祉課 

○市広報紙や市公式サイト等により、障がいのある人に対する理解や差別

の解消等を図るための普及啓発活動を行います。 

障害福祉課 

人権推進課 

施策の方向性 

 

取り組みの内容 

○バリアフリー等が未整備の場所や施設では、支援が必要な人に対する声かけや手助けを

行います。 

○行政の施策や関係機関の取り組みについて、支援を必要としている人に伝えます。 

○地域で暮らす様々な人と交流し、相互理解を深めるとともに、お互いを尊重し合います。 
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○公共施設や道路・公園、公共交通等について、高齢者や障がいのある人

をはじめとするすべての人が快適に使用することができるよう、兵庫県

の「福祉のまちづくり条例」や市都市計画マスタープランに基づき、バ

リアフリー・ユニバーサルデザイン化を積極的に推進します。 

都市整備課 

建設課 

関係各課 

○公共施設長寿命化計画や公共施設再編計画に基づき、公共建築物の大規

模修繕や長寿命化改修時に合わせてバリアフリー化を進めていきます。 
建設課 

○公共施設に障がいのある人や妊婦が優先して駐車できる場所を整備す

るとともに、利用者等がわかりやすく判別できるよう、整備を行います。 
財務課 

○外出中に誰でも気軽におむつ交換や授乳が行える赤ちゃんスペースの

設置を市全体で取り組み、子育て中の家族が安心して外出できる環境づ

くりを推進するとともに、公共施設への整備を行います。 

関係各課 

○市広報紙の音声化とその活用を支援するとともに、ウェブアクセシビリ

ティに対応した市公式サイトを運営することにより、情報のバリアフリ

ー化を図ります。 

秘書広報課 

○屋外での移動が困難な障がいのある人に対し、移動支援事業（ガイドヘ

ルプ）を実施します。 
障害福祉課 

○住宅改修制度の活用を促進し、在宅での生活の質の向上を図ります。 
介護福祉課 

障害福祉課 

○公共交通の維持、改善に取組み、移動に困難を抱える人に対する移動手

段の確保に努めるとともに、公共交通の利便性の向上を図ります。 
市民協働課 

○運転免許証自主返納者の移動手段の確保を目的として、路線バスの一部

補助を行います。 
消防防災課 

○自力で移動が困難な高齢者等の移動手段の確保を目的として、地域の団

体等による自主運行や新たな福祉運行サービスの導入を検討します。 

市民協働課 

介護福祉課 

障害福祉課 

○外出支援サービスの周知・利用を促進し、障がいのある人や重度要介護

者など移動に困難を抱える人の外出を支援し、自立と社会参加の促進を

図ります。 

障害福祉課 

○障がいのある人が社会参加し、生きがいを持って生活できるよう、タク

シーの利用料金の助成、運転免許取得費、自動車改造費、障がいのある

人の通所費の補助を行うなど、外出のための支援を行います。 

障害福祉課 

○広報紙や市公式サイト、しーたん通信等を利用し、障がいのある人に対

する理解促進、差別の解消等を図るための普及啓発活動や「宍粟市みん

なの心つなぐ手話言語条例」の普及啓発を図ります。 

障害福祉課 

人権推進課 
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区分 項目 平成 30 年度  令和６年度 

活動 

指標 

公共交通の利用者数 

（路線バス利用者数） 
276,838人 ➡ 増加 

活動 

指標 
登録手話通訳者数 17人 ➡ 20人 

成果 

指標 

市の施策における「すべての人に優し

いまちづくり」の満足度※ 
24.3％ ➡ 35.0％ 

※アンケートで「満足」「まあ満足」と回答した方 

  

○手話奉仕員養成講座の周知・参加促進により、手話通訳者・手話奉仕員

の養成を図るとともに、制度の周知を図り、イベント・講演会等におけ

る利用促進を図ります。 

障害福祉課 

○すべての人が地域社会の中で安全安心に暮らせるようヘルプマーク・介

護マーク・マタニティマーク等の配布・普及啓発を行います。 

介護福祉課 

障害福祉課 

保健福祉課 

○点字図書、大活字本の充実、録音図書・布の絵本の制作、盲人用郵便制

度を活用した図書の貸し出し等を行い、視覚障がいのある人や障がいの

ある子ども、高齢者等への図書サービスの充実を図ります。 

社会教育文化

財課 

障害福祉課 

介護福祉課 

○年齢や性別、障がいの有無等によらず、相互理解を深め、お互いを尊重

し合える意識づくり・社会づくりのため、関係機関と連携し、すべての

人に優しい地域づくりに向けた心のバリアフリー化の取り組みを推進

します。 

関係各課 

○学校内での福祉学習・人権学習や、地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」、

「トライやるアクション」等での福祉体験等を推進し、児童・生徒の福

祉の意識づくりを進めます。（再掲） 

学校教育課 

評価指標 
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○バリアフリー・ユニバーサルデザイン 

 バリアフリーは、高齢者や障がいのある人のため、道路や建物の段差・仕切り等、物理

的な障壁の除去を意味しています。一方、ユニバーサルデザインは性別・年齢・国籍、

障がいの有無等を問わず、すべての人が利用しやすいものをつくるという考えのもと、

考案されました。また、バリアフリー・ユニバーサルデザインはハード面だけでなく、人々

の心の啓発や思いやりの醸成といったソフト面における意味合いも併せもっています。 

 

○ウェブアクセシビリティとは？ 

 ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障害者を含め、誰もがホームページ等で提供され

る情報や機能を支障なく利用できるようにすることです。 

 

○ヘルプマーク・介護マーク・マタニティマークとは 

ヘルプマーク…義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病の人、また妊娠初期の

人等、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人

に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作

成されたマーク。 

介護マーク … 介護する人が介護中であることを示し、周囲に理解してもらうためのマーク。 

マタニティマーク…マークをつけている人が妊娠中であることを示し、交通機関等の利用の

際に、周囲が妊産婦への配慮を示しやすくするためのマーク。 

 

 

 

 

 

コラム 

■ヘルプマーク              ■介護マーク                ■マタニティマーク 
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第５章 計画の推進体制 

１．計画の推進体制 

本計画の推進のためには、市民をはじめとして、市・社会福祉協議会・その他関係機関や団体等が

それぞれの専門性を活かし、連携・協働していきます。 

 

 

２．情報提供・周知 

本計画の進捗状況や各施策等の情報を、広報紙や市公式サイト等を通じて、市民への周知・啓発に

努めます。 

 

 

３．計画の評価・検証 

各施策の実施状況等について、定期的に評価・点検を行い、宍粟市地域福祉計画推進会議で随

時意見を聴きながら、計画の進捗管理を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

  
・宍粟市地域福祉計

画推進会議 

・庁内関係各課 

・庁内関係各課や関係

機関との連携による

施策の展開 

・随時施策に反映 

見直し 

（Action） 

 

計画策定 
(Plａｎ） 

評価 

（Check） 

推進 

（Ｄo） 

 
・宍粟市地域福祉計

画推進会議 
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資料編 

 


